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祭神論争における「伊勢」と「出雲」61

祭
神
論
争
に
お
け
る
「
伊
勢
」
と
「
出
雲
」

武　

田　

幸　

也

は
じ
め
に

　

祭
神
論
争
が
近
代
神
道
史
の
重
要
な
転
換
点
と
な
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
は
、
祭
神
論
争
に
お
け
る
「
伊
勢
派
」
と

「
出
雲
派
」
の
背
景
に
存
在
し
た
教
説
上
の
対
立
点
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
代
の
神
道
・
国
学
史
に
お
け
る
祭
神
論
争
の
意
義

を
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
祭
神
論
争
に
関
す
る
研
究
は
、
こ
れ
ま
で
主
と
し
て
制
度
史
的
な
視
点
か
ら
研
究
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
祭
神
論
争
自
体
よ

り
も
、
そ
れ
が
も
た
ら
し
た
神
官
教
導
職
分
離
の
意
義
を
解
明
す
る
こ
と
に
力
点
を
置
く
も
の
が
多
か
っ
た
と
い
え
る）

1
（

。
こ
れ
に
対
し
、

祭
神
論
争
自
体
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
は
、
藤
井
貞
文
、
西
川
順
土
、
原
武
史
、
藤
田
大
誠
の
研
究
が
あ
る）

2
（

。
藤
井
は
、
祭
神
論
争
の
展

開
を
詳
細
に
明
ら
か
に
し
、「
祭
神
論
の
作
用
、即
ち
祭
神
論
が
齎
ら
し
た
諸
相
及
び
実
体
を
究
め
る
事
」
に
よ
り
、明
治
国
学
の
「
発
生
」
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と
、
そ
の
性
格
を
論
じ
、
藤
田
は
、
従
来
の
祭
神
論
争
理
解
を
「
二
項
対
立
の
視
点
だ
け
で
語
り
切
れ
る
も
の
な
の
か
」
と
批
判
し
て
、

勅
裁
の
決
着
に
よ
る
「
宮
中
三
殿
」
遙
拝
を
相
対
化
す
る
視
点
と
し
て
「
八
神
殿
」
の
存
在
を
指
摘
し
、「
八
神
殿
」
観
の
変
遷
に
注
目

し
な
が
ら
主
斎
神
観
の
変
化
を
概
観
す
る
と
と
も
に
、「「
祭
神
論
争
」
後
の
「
祭
教
学
分
離
」
の
問
題
に
つ
い
て
も
触
れ
、
神
官
教
導
職

分
離
や
皇
典
講
究
所
の
創
立
と
い
う
、「
国
家
神
道
」
や
「
近
代
国
学
」
に
お
け
る
「
非
宗
教
性
」
の
制
度
的
淵
源
」
を
明
ら
か
に
し
て

い
る
。
藤
井
と
藤
田
は
、
特
に
明
治
（
近
代
）
国
学
の
視
点
か
ら
祭
神
論
争
の
意
義
を
論
じ
た
も
の
と
い
え
る
。
一
方
で
西
川
は
、
神
社

の
歴
史
的
現
実
や
地
域
社
会
で
の
役
割
と
「
新
し
く
組
立
て
ら
れ
た
神
道
理
論
」
が
調
和
で
き
ず
に
祭
神
論
争
と
い
う
形
で
問
題
化
し
た

こ
と
を
論
じ
、
原
は
、
祭
神
論
争
の
決
着
を
「
伊
勢
」
に
よ
る
「
出
雲
」
の
抹
殺
と
し
て
捉
え
、
出
雲
派
の
敗
北
を
政
府
に
よ
る
顕
幽
論

の
「
否
認
」
と
し
、こ
れ
に
「
国
家
神
道
」
の
「
非
宗
教
性
」
を
求
め
つ
つ
、出
雲
を
軸
に
「
敗
者
」
と
し
て
の
思
想
史
を
描
い
た
。
よ
っ

て
西
川
と
原
の
研
究
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
思
想
史
の
展
開
か
ら
祭
神
論
争
を
論
じ
た
も
の
と
い
え
る
。

　

こ
の
祭
神
論
争
が
国
学
的
な
知
識
・
教
養
を
基
盤
と
し
て
展
開
さ
れ
た
こ
と
は
、
あ
ら
た
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
の
問
題
を
議

論
す
る
上
で
確
認
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
論
争
が
神
道
教
導
職
に
よ
る
国
民
教
化
運
動
を
担
う
中
心
で
あ
る
神
道
事
務
局
の
「
根

本）
3
（

」
た
る
神
殿
に
「
奉
斎
す
べ
き
神

）々
4
（

」
を
め
ぐ
っ
て
議
論
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
こ
で
注
意
さ
れ

る
の
は
、
中
島
三
千
男
の
「
祭
神
論
争
が
神
宮
教
会
と
出
雲
大
社
教
会
の
教
線
を
め
ぐ
る
争
い
、
信
徒
・
社
員
の
獲
得
競
争
を
そ
の
根
底

に
持
っ
て
い
た）

5
（

」
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
祭
神
論
争
に
お
け
る
「
伊
勢
派
」
と
「
出
雲
派
」
の
対
立
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
対

策
を
目
的
と
す
る
大
教
宣
布
運
動
の
展
開
の
下
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
化
体
制
が
構
築
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
想
定
さ
せ
る
。
つ
ま
り
、
祭
神

論
争
の
背
景
に
は
、
大
教
宣
布
運
動
を
契
機
と
し
て
構
築
さ
れ
、
後
の
神
官
教
導
職
分
離
に
よ
っ
て
神
宮
教
と
出
雲
大
社
教
と
な
る
、
神

宮
と
出
雲
大
社
を
そ
れ
ぞ
れ
の
中
核
と
す
る
教
化
体
制
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
理
解
は
、
祭
神
論
争
に
お
い
て

「
伊
勢
派
」「
出
雲
派
」
と
さ
れ
る
人
物
が
、
各
々
の
属
す
る
教
化
体
制
や
、
そ
れ
を
前
提
と
し
て
展
開
さ
れ
た
思
想
・
教
説
を
構
想
し
て
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い
た
と
い
う
理
解
へ
と
繋
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
従
来
の
祭
神
論
争
研
究
で
は
、
こ
の
教
説
面
に
お
け
る
対
立
は
、

や
や
等
閑
に
付
さ
れ
て
き
た
観
が
あ
り
、
あ
ま
り
議
論
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、明
治
初
年
の
キ
リ
ス
ト
教
対
策
を
目
的
と
す
る
大
教
宣
布
運
動
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
「
伊
勢
派
」
と
「
出
雲
派
」

の
教
化
体
制
の
展
開
に
目
配
り
し
た
上
で
、
両
者
が
展
開
し
た
教
説
か
ら
、
そ
の
対
立
点
を
検
討
す
る
と
い
う
方
法
を
取
っ
て
、
神
道
・

国
学
史
に
お
け
る
祭
神
論
争
の
意
義
を
考
え
て
み
た
い
。

一
、
神
宮
を
中
心
と
す
る
教
化
体
制
と
神
道
教
説
の
展
開

　

ま
ず
、「
伊
勢
派
」
の
背
景
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
神
宮
を
中
心
と
す
る
教
化
体
制
の
確
立
過
程
と
神
道
教
説
の
展
開
を
概
観
し
て

お
く
。

　

明
治
初
年
の
神
宮
の
教
化
体
制
は
、
明
治
四
年
の
神
宮
改
革
を
経
て
、
五
年
七
月
に
神
宮
教
会
、
八
月
に
説
教
所
、
一
〇
月
に
神
宮
教

院
が
設
け
ら
れ
、
東
京
に
出
張
所
も
設
け
ら
れ
た
。
六
年
一
〇
月
に
は
各
地
に
存
在
し
た
伊
勢
信
仰
を
母
体
と
す
る
講
社
を
再
編
し
て
神

風
講
社
を
結
成
し
、
各
地
に
神
宮
教
会
・
神
風
講
社
と
神
宮
遙
拝
殿
を
順
次
設
立
し
て
い
く
。
こ
う
し
た
展
開
を
経
て
神
宮
で
は
、
八
年

以
降
に
神
宮
教
院
を
中
心
と
す
る
教
化
体
制
が
構
築
さ
れ
て
い
く
。
ま
た
、
八
年
に
設
立
さ
れ
た
神
道
事
務
局
は
神
宮
を
中
心
に
構
想
さ

れ
た
組
織
で
あ
り
、
神
道
事
務
局
の
設
立
に
と
も
な
っ
て
神
宮
司
庁
東
京
出
張
所
と
神
宮
教
会
が
神
道
事
務
局
と
同
住
所
（
有
楽
町
三
丁

目
二
番
地
）
へ
移
転
さ
れ
、
神
宮
遙
拝
殿
と
神
道
事
務
局
神
殿
も
合
併
奉
祀
と
な
り
、
神
道
事
務
分
局
の
経
費
補
助
に
神
宮
大
麻
の
初
穂

金
が
充
て
ら
れ
て
、
神
道
事
務
分
局
と
神
宮
教
会
も
合
併
す
る
な
ど
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
神
道
事
務
局
と
神
宮
の
教
化
体
制
は
密
接

な
関
係
を
構
築
し
て
い
く
の
で
あ
る）

6
（

。
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こ
う
し
た
神
宮
と
神
道
事
務
局
の
関
係
を
前
提
と
し
て
、
神
宮
の
教
化
活
動
の
中
心
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
っ
た
神
宮
教
院
で
は
、
教

説
の
中
心
に
造
化
三
神
と
天
照
大
神
を
据
え
、
造
化
三
神
が
「
鎔
造
」
し
た
世
界
を
、
天
照
大
神
が
完
成
し
た
と
解
釈
す
る
と
と
も
に
、

天
照
大
神
を
神
々
の
神
徳
を
大
成
し
た
存
在
と
位
置
づ
け
る
教
説
を
一
貫
し
て
展
開
し
て
い
く）

7
（

。
か
か
る
理
解
を
中
心
と
し
な
が
ら
、
明

治
六
年
七
月
に
神
宮
教
院
か
ら
出
版
さ
れ
た
神
宮
祭
主
近
衛
忠
房
の
著
作
『
神
教
綱
領）

8
（

』
で
は
、
造
化
三
神
と
天
照
大
神
へ
の
信
仰
が
説

か
れ
る
一
方
で
、

　
　

 

天
神
（
筆
者
註―
造
化
三
神
と
天
照
大
神
）
照
鑑
、
無
レ
所
レ
不
レ
在
、
無
レ
所
レ
不
レ
至
、
人
能
慎
レ
独
戒
二
不
善
一
、
以
保
二
其
良
心
一
、

則　

天
神
賚
レ
之
以
二
慶
福
一
、
生
則
其
身
康
寧
、
死
則
陟
在
二　

天
神
左
右
一
、
若
逞
二
情
欲
一
遂
二
不
善
一
、
則　

天
神
遐
二
棄
之
一
、

生
則
罹
二
罪
禍
一
、
死
則
為
二
倀
鬼
一
、
出
二
干
爾
一
者
反
二
乎
爾
一
、
其
理
豈
有
レ
可
レ
疑
哉
、
然　

天
神
之
心
、
固
至
公
無
レ
私
、
故
有
二

過
失
一
之
人
、
能
懲
レ
悪
遷
レ
善
、
或
雖
二

死
一
、
若
子
若
孫
、
代
竭
レ
誠
謝
レ
罪
則　

天
神
宥
二
恕
之
一
、
不
三
復
思
二
其
旧
悪
一
也
（『
神

教
綱
領
』
七
丁
ウ―

八
丁
オ
）

と
い
う
生
前
死
後
の
賞
罰
を
軸
に
善
行
を
勧
め
る
教
説
が
打
ち
出
さ
れ
る
。
次
い
で
八
年
六
月
に
神
宮
教
院
か
ら
出
版
さ
れ
た
神
宮
主
典

山
口
起
業
の
『
人
身
三
要
論）

9
（

』
で
は
、「
神
魂
」
が
中
心
的
な
主
題
と
な
っ
た
上
で
、「
教
」
を
信
じ
て
「
道
」
を
行
う
こ
と
に
よ
り
「
永

く
天
国
に
帰
り
無
上
の
楽
を
受
べ
き）

10
（

」
と
い
う
理
解
が
展
開
さ
れ
る
と
と
も
に
、
こ
う
し
た
理
解
を
前
提
と
し
て
、

　
　

 

教
の
ま
ゝ
に
道
を
行
ひ
神
魂
の
本
分
を
全
う
す
る
は
、
先
に
申
す
通
り
皆
天
津
神
（
筆
者
註―

造
化
三
神
と
天
照
大
神
）
さ
ま
の
御

思
召
通
り
に
致
す
わ
け
で
、
此
が
神
道
の
本
義
で
あ
る
神
魂
の
本
分
を
か
や
う
に
全
す
れ
ば
、
素
よ
り
人
を
お
恵
み
あ
そ
ば
し
て
、
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善
い
が
上
に
も
善
き
や
う
に
と
思
召
す
が
天
津
神
さ
ま
の
御
尊
慮
な
れ
ば
、
い
ら
ぬ
小
智
を
は
た
ら
か
す
に
及
ば
ず
、
唯
来
る
事
は

神
さ
ま
の
お
授
け
次
第
、
勤
む
る
事
は
一
生
懸
命
、
水
も
火
も
お
そ
ろ
し
い
事
は
な
い
、
青
天
白
日
に
市
中
を
往
来
す
る
や
う
に
、

手
ぐ
ら
い
行
を
せ
ず
神
さ
ま
の
御
教
へ
に
そ
む
か
ぬ
や
う
、
御
命
を
忘
れ
ぬ
や
う
に
さ
へ
ゆ
け
ば
よ
い
、
其
上
こ
の
道
が
ど
の
や
う

な
貧
窮
な
人
、
魯
鈍
な
人
で
も
皆
容
易
と
行
は
れ
る
事
で
ご
ざ
れ
ば
、
く
れ
〴
〵
心
得
違
の
な
い
や
う
に
致
ざ
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ぬ

（『
人
身
三
要
論
』
前
編
八
丁
オ―

九
丁
オ
）

と
説
か
れ
、「
教
」
に
則
っ
た
「
道
」
を
行
い
、「
天
津
神
」
の
「
思
召
通
」
に
し
て
、「
神
道
の
本
義
」
で
あ
る
「
神
魂
の
本
分
」
を
全

う
す
る
こ
と
に
よ
り
、
死
後
の
幸
福
が
得
ら
れ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
明
治
八
年
の
段
階
で
神
宮
教
院
の
神
道
教
説
に
は

死
後
の
賞
罰
を
前
提
と
し
た
「
死
後
の
安
心）

11
（

」
が
教
説
上
の
中
核
的
な
課
題
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
教

説
の
傾
向
は
、
明
治
六
年
に
キ
リ
ス
ト
教
が
事
実
上
黙
許
さ
れ
、
さ
ら
に
八
年
に
神
仏
合
同
布
教
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
に
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
と
考
え
ら
れ
る）

12
（

。

　

そ
し
て
、
八
年
以
降
の
神
宮
を
中
心
と
す
る
教
化
体
制
の
確
立
と
並
行
し
つ
つ
、
一
〇
年
一
月
に
神
宮
教
院
か
ら
出
版
さ
れ
た
神
宮
少

宮
司
浦
田
長
民
の
著
作
『
大
道
本
義）

13
（

』
で
は
、「
霊
魂
来
則
生
、
霊
魂
去
則
死）

14
（

」
と
し
た
上
で
、
霊
魂
が
幽
界
に
存
在
す
る
神
か
ら
与
え

ら
れ
た
も
の
と
指
摘
し
、
神
か
ら
賦
与
さ
れ
た
良
心
を
全
う
し
た
善
人
の
霊
魂
は
高
天
原
に
帰
着
し
て
「
無
窮
之
永
楽
」
を
受
け
、
全
う

し
え
な
か
っ
た
悪
人
の
霊
魂
は
根
底
国
に
帰
着
し
て
「
無
窮
之
永
苦
」
を
受
け
る
と
説
か
れ
る）

15
（

。
そ
し
て
『
大
道
本
義
』
で
は
、
天
照
大

神
の
神
恩
に
感
謝
し
て
祈
り
、
た
だ
「
天
祖
尊
号
」
を
唱
え
て
、
自
身
が
犯
し
た
罪
を
反
省
す
る
こ
と
が
「
死
後
の
安
心
」
を
得
る
方
法

で
あ
る
と
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
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我
今
将
三
見
レ
神
受
二
其
厳
判
一
、
其
果
無
レ
愧
二
於
神
一
乎
否
、
若
或
有
レ
罪
而
未
レ
懺
、
則
急
懺
二
於
神
前
一
、
切
願
三
神
之
曲
二
宥
我
一
、

仍
受
二
解
除
一
以
禊
二
祓
之
一
、
又
深
思
二
神
之
恩
一
而
謝
レ
神
、
以
二
其
霊
魂
及
一
身
一
家
凡
所
レ
有
者
一
、
悉
託
二
之
於
神
一
、一
心
至
誠
、

依
二
頼
於
神
一
、
雖
二
病
既
迫
一
、一
息
未
レ
断
之
間
、
則
瞑
目
鎮
心
、
口
唱
二
天
祖
尊
号
一
、
口
已
不
レ
能
レ
唱
、
則
心
中
念
レ
之
、
至
レ
死

不
レ
已
、
若
不
幸
而
遇
二
凶
変
一
、
則
又
当
下
安
二
其
分
一
、
置
中
性
命
度
外
上
、
唯
以
二
霊
魂
一
委
二
託
於
神
一
、一
心
静
定
、
泰
山
不
レ
動
、

唱
二
念
天
祖
尊
号
一
、
以
竢
二
其
死
一
、
果
能
如
レ
此
、
是
能
慎
レ
終
者
也
、
是
能
明
二
霊
魂
帰
宿
之
理
一
者
也
（『
大
道
本
義
』
下
巻

五
五
丁
ウ―
五
六
丁
オ
）

　

さ
ら
に
、『
大
道
本
義
』
で
は
、「
祈
祷
」
を
、

　
　

 

凡
奉
レ
道
者
自
レ
始
至
レ
終
、
唯
頼
二
祈
祷
一
以
成
レ
徳
、
及
二
其
没
日
一
、
得
レ
升
二
天
原
一
者
、
尤
不
レ
可
レ
不
レ
頼
二
祈
祷
一
、
是
故
祈
祷

者
実
為
下
我
儕
之
急
務
而
不
レ
可
二
少
忽
一
者
上
、
祈
祷
之
儀
、
唯
在
下
尽
二
誠
敬
之
心
一
以
求
中
於
神
上
而
已
、（『
大
道
本
義
』
下
巻
五
〇

丁
オ
）

と
解
釈
し
、
道
を
奉
ず
る
人
が
死
に
あ
た
っ
て
「
天
原
」
へ
と
赴
く
た
め
に
必
要
な
行
為
と
す
る
。
こ
の
「
祈
祷
」
は
、「
凡
祈
祷
唯
主

二
天
祖
一
而
不
レ
主
二
他
神
一
、
宜
下
以
二
天
祖
大
麻
之
前
一
為
中
祈
祷
之
地
上
」
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
神
宮
大
麻
の
前
を
祈
祷
の
場
所
と
す
る
よ

う
設
定
さ
れ
て
お
り
、「
天
祖
」
で
あ
る
天
照
大
神
を
祈
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
説
か
れ
、「
他
神
」
へ
の
祈
り
で
は
な
い
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
る）

16
（

。

　

こ
の
よ
う
に
『
大
道
本
義
』
で
は
、「
死
後
の
安
心
」
に
関
す
る
教
説
が
造
化
三
神
と
天
照
大
神
を
中
心
に
展
開
さ
れ
る
と
と
も
に
、
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神
宮
大
麻
と
関
連
し
て
信
仰
の
対
象
と
し
て
の
天
照
大
神
の
存
在
が
大
き
く
前
景
化
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
い
知
れ
る
が
、
こ
れ
に
と

も
な
っ
て
天
照
大
神
や
大
国
主
神
、
産
土
神
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
が
再
編
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。『
大
道
本
義
』
で
は
、
祭
神
論
争

で
問
題
と
な
る
大
国
主
神
に
つ
い
て
、

　
　

 「
素
尊
」
所
レ
生
「
大
己
貴
」、
雖
レ
有
下
経
二
営
国
土
一
之
功
上
、
而
負
譴
者
之
子
、
不
レ
可
三
以
為
二
下
土
之
真
主
一
、
是
天
孫
降
臨
之
議

所
二
由
起
一
也
（
上
巻
九
丁
オ
）

と
述
べ
て
お
り
、
素
戔
嗚
尊
を
「
負
譴
者
」
と
解
釈
し
て
、
そ
の
子
で
あ
る
大
国
主
神
が
「
下
土
之
真
主
」
た
り
得
な
い
と
指
摘
し
、
こ

れ
が
「
天
孫
降
臨
」
の
行
わ
れ
る
原
因
と
な
っ
た
と
述
べ
る
。
さ
ら
に
、
大
国
主
神
の
役
割
を
、

　
　

 

故
使
三
レ
之
治
レ
幽
以
護
二
佑
天
孫
顕
界
之
治
一
、
且
其
治
レ
幽
、
又
有
二
一
職
一
、
其
職
在
下
簿
二
録
宇
内
人
民
生
前
之
善
悪
一
、
及
予
中
奪

其
生
前
之
禍
福
上
、
毎
レ
有
二
死
者
一
、
輙
以
二
其
善
悪
禍
福
一
奏
二
之
於
天
神
天
祖
一
、
奉
二
其
賞
罰
之
勅
一
、
然
後
使
二
四
産
土
神
一
送
三

致
其
霊
魂
於
天
原
与
二
底
国
一
（『
大
道
本
義
』
上
巻
一
五
丁
オ―

ウ
）

と
解
釈
し
て
、
幽
界
か
ら
天
皇
の
治
世
を
護
り
助
け
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
人
々
の
行
い
を
記
録
し
て
、
死
が
あ
る
ご
と
に
造
化
三

神
と
天
照
大
神
に
そ
の
行
い
を
報
告
し
、
高
天
原
や
根
底
国
に
霊
魂
を
送
る
こ
と
に
あ
る
と
解
釈
し
て
、
地
域
の
産
土
神
を
、「
然
宇
内

之
広
、
人
民
之
衆
、
固
非
三
一
神
之
所
二
能
治
一
、
故
産
土
神
分
二
司
之
一
」
と
、
大
国
主
神
の
役
割
を
各
地
で
分
掌
す
る
神
々
と
位
置
づ
け

る）
17
（

。
そ
の
上
で
出
雲
大
社
を
幽
界
の
一
小
廷
と
し
、
幽
界
の
大
廷
に
高
天
原
と
根
底
国
を
あ
げ
、
根
底
国
も
高
天
原
の
統
轄
を
受
け
る
と
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し
、
全
て
が
天
照
大
神
の
統
轄
下
に
置
か
れ
る
と
い
う
考
え
を
展
開
し
、
全
体
の
世
界
観
が
再
構
築
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る）

18
（

。

　

以
上
の
よ
う
な
神
宮
と
神
道
事
務
局
と
の
関
係
、
さ
ら
に
は
神
宮
を
中
心
と
す
る
教
化
体
制
が
前
提
と
な
り
な
が
ら
、
神
宮
教
院
で
は

造
化
三
神
と
天
照
大
神
を
中
心
と
す
る
教
説
が
構
築
さ
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
が
事
実
上
の
解
禁
と
な
る
明
治
六
年
以
降
か
ら
死
後
の
賞
罰
を

軸
に
善
行
を
勧
め
る
教
説
が
打
ち
出
さ
れ
、
八
年
に
は
こ
れ
を
前
提
と
す
る
「
死
後
の
安
心
」
が
教
説
の
中
核
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と

と
な
る
。
そ
し
て
、後
に
祭
神
論
争
で
問
題
と
な
る
「
死
後
の
安
心
」
や
幽
界
の
主
宰
神
を
天
照
大
神
に
求
め
る
教
説
が
展
開
さ
れ
て
い
っ

た
の
で
あ
る
。

二
、「
出
雲
派
」
の
教
化
体
制
と
神
道
教
説
の
展
開

　

次
い
で
、「
出
雲
派
」
の
背
景
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
教
化
体
制
の
展
開
と
神
道
教
説
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。

　
「
出
雲
派
」
の
中
心
と
な
っ
た
の
は
、
千
家
尊
福）

19
（

と
出
雲
大
社
教
会
で
あ
る
。
千
家
は
、
明
治
五
年
一
月
に
出
雲
大
社
の
大
宮
司
に
任

命
さ
れ
、
六
月
の
教
導
職
設
置
に
と
も
な
い
権
少
教
正
、
次
い
で
大
教
正
に
任
ぜ
ら
れ
る
。
ま
た
、
全
国
の
神
道
教
導
職
を
統
轄
す
る
西

部
管
長
を
務
め
た
（
東
部
管
長
は
神
宮
祭
主
の
近
衛
忠
房
）。
東
西
両
部
制
は
す
ぐ
に
廃
止
さ
れ
た
が
、
九
年
に
三
部
制
、
さ
ら
に
四
部

制
が
導
入
さ
れ
千
家
は
引
き
続
き
第
一
部
管
長
を
務
め
て
い
る
（
第
二
部
が
久
我
建
通
、
第
三
部
が
稲
葉
正
邦
、
第
四
部
が
田
中
頼
庸
）。

こ
う
し
た
教
導
職
の
重
職
を
歴
任
す
る
一
方
で
千
家
は
、
六
年
一
二
月
に
出
雲
大
社
庁
舎
内
に
仮
中
教
院
を
設
置
、
さ
ら
に
は
仮
中
教
院

内
の
神
殿
に
造
化
三
神
と
天
照
大
神
、
大
国
主
神
を
奉
斎
し
て
い
る）

20
（

。
ま
た
、
六
年
一
月
に
は
千
家
・
北
島
の
両
国
造
家
が
相
談
し
て
従

来
か
ら
西
日
本
各
地
に
広
く
存
在
し
た
甲
子
講
や
出
雲
講
を
再
編
し
て
出
雲
大
社
敬
神
講
を
結
成
し
て
い
く
。
出
雲
大
社
敬
神
講
を
軸
と

し
つ
つ
千
家
は
、
六
年
八
月
に
「
出
雲
教
会
仮
条
例
」
を
教
部
省
に
申
請
し
九
月
に
認
可
を
得
て
、
敬
神
講
を
出
雲
大
社
教
会
へ
と
改
組
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し
、
七
年
七
月
に
は
教
会
規
則
を
改
正
す
る
。
さ
ら
に
八
年
四
月
に
は
、
出
雲
大
社
教
会
所
が
出
雲
大
社
社
務
所
に
合
併
し
て
開
設
、
九

年
五
月
に
は
出
雲
大
社
教
会
の
本
部
を
出
雲
大
社
教
院
と
改
称
し
て
出
雲
大
社
庁
舎
内
に
設
置
し
て
い
る
。
一
一
年
に
は
、
東
日
本
に
お

け
る
出
雲
大
社
教
会
の
活
動
の
中
心
地
と
し
て
、
東
京
の
神
田
神
社
に
出
雲
大
社
教
会
の
出
張
所
を
設
け
る
な
ど
組
織
を
拡
充
し
て
い
っ

た
。
さ
ら
に
千
家
は
、
こ
う
し
た
出
雲
大
社
を
中
心
と
す
る
教
化
体
制
を
構
築
し
て
い
く
中
で
、
明
治
六
年
以
降
積
極
的
な
巡
講
活
動
を

全
国
的
に
展
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
大
き
な
教
勢
を
得
て
い
く
の
で
あ
る）

21
（

。

　

か
か
る
教
化
体
制
を
前
提
と
し
て
「
出
雲
派
」
の
教
説
が
展
開
さ
れ
て
い
く
。「
出
雲
派
」
の
教
説
を
考
え
る
上
で
、
ま
ず
注
目
さ
れ

る
の
は
、
次
に
ま
と
め
て
引
用
す
る
明
治
六
年
成
立
の
「
出
雲
教
会
仮
条
例
」
第
五
・
六
・
七
条
で
あ
る）

22
（

。

　　
　
　
　
　
　
　

第
五
条

　
　

 

造
化
三
神
ハ
天
地
万
物
ノ
起
元
ニ
シ
テ
天
照
大
神
ハ
天
皇
ノ
御
祖
先
日
球
主
宰
ノ
大
神
ナ
レ
ハ
共
ニ
無
情
至
尊
ノ
大
神
ト
シ
テ
毎
朝

崇
敬
ノ
礼
ヲ
尽
シ
報
本
ノ
誠
ヲ
極
メ
先
神
明
ノ
感
格
ヲ
祈
リ
後
ニ
其
業
ヲ
勉
ム
ヘ
シ

　
　
　
　
　
　
　

第
六
条

　
　

 

出
雲
大
社
ハ
幽
冥
ノ
大
政
府
ニ
テ
世
ノ
治
乱
吉
凶
人
ノ
生
死
禍
福
ニ
関
ス
ル
所
ナ
レ
ハ
人
民
ノ
生
産
ヨ
リ
死
後
ニ
至
迄
悉
ク
大
神
ノ

恩
頼
ニ
洩
ル
事
ナ
キ
所
以
ヲ
信
シ
毎
朝
敬
祀
拝
礼
ス
ヘ
シ

　
　
　
　
　
　
　

第
七
条

　
　

産
土
神
ハ
幽
政
ヲ
分
掌
シ
テ
各
地
ノ
氏
子
ヲ
愛
育
ス
ル
所
ナ
レ
ハ
毎
朝
敬
拝
シ
テ
守
護
ノ
恩
頼
ヲ
仰
ク
ヘ
シ

　

こ
こ
に
は
千
家
が
、
こ
れ
以
後
主
張
し
て
い
く
教
説
の
基
本
的
な
理
解
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
造
化
三
神
を
「
万
物
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ノ
起
元
」、
天
照
大
神
を
「
天
皇
ノ
御
祖
先
」
に
し
て
「
日
球
主
宰
」
の
神
と
し
、
大
国
主
神
を
「
人
民
ノ
生
産
ヨ
リ
死
後
ニ
至
迄
」
を

掌
る
神
、
さ
ら
に
大
国
主
神
の
「
幽
政
ヲ
分
掌
」
す
る
神
と
し
て
産
土
神
を
位
置
づ
け
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
理
解
を
千
家
が
「
出
雲

派
」
の
教
説
と
し
て
展
開
し
た
文
献
に
『
教
会
撮
要）

23
（

』
が
あ
る
。
こ
の
『
教
会
撮
要
』
は
、
出
雲
大
社
教
会
の
活
動
理
念
や
主
旨
を
一
八

条
に
わ
た
っ
て
論
じ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
千
家
は
、「
出
雲
教
会
仮
条
例
」
に
お
い
て
示
し
た
神
理
解
と
同
様
の
理
解
を
第

三
条
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

 

夫
造
化
三
神
は
天
地
万
物
の
起
原
天
照
大
神
は
天
皇
の
御
祖
先
日
球
主
宰
の
至
尊
に
し
て
共
に
仁
愛
無
比
の
大
神
な
り
大
国
主
神
は

国
土
を
経
営
し
百
般
の
事
物
を
創
め
大
に
土
地
人
民
の
利
益
を
起
し
た
ま
ひ
遂
に
永
く
幽
冥
の
大
主
宰
と
な
り
て
各
地
の
産
土
神
を

率
ゐ
土
地
の
利
益
を
冥
護
し
人
民
の
幸
福
を
保
庇
し
給
ふ
苟
も
か
か
る
神
慮
を
体
認
す
る
者
今
の
世
に
在
り
て
は
今
の
人
民
の
為
に

利
益
を
計
る
こ
そ
即
ち
神
な
ら
ふ
道
に
は
あ
り
け
れ
是
教
社
結
収
の
為
に
万
金
の
光
陰
を
費
す
を
厭
は
す
熱
心
施
教
其
労
苦
を
顧
み

す
早
夜
以
て
神
慮
の
向
ふ
所
に
背
か
さ
ら
ん
と
す
る
所
以
な
り
（『
教
会
撮
要
』
二
丁
ウ―

三
丁
オ
）

　

こ
れ
を
前
提
と
し
つ
つ
千
家
は
、
第
四
条
に
お
い
て
教
会
活
動
の
意
義
を
、

　
　

 

教
会
講
社
は
三
条
の
教
憲
を
本
と
し
神
慮
に
在
る
所
を
知
ら
し
め
国
体
の
尊
厳
を
示
し
て
政
体
の
正
大
を
悟
ら
し
め
都
て
人
民
の
疑

惑
を
弁
解
し
て
生
死
確
守
す
へ
き
要
領
即
ち
安
心
立
命
の
処
を
教
導
し
其
の
心
志
風
俗
を
正
し
く
し
国
家
富
強
の
基
を
な
す
も
の
な

り
故
に
人
生
の
本
分
を
知
り
て
教
社
を
結
ふ
は
教
導
の
効
始
て
挙
る
者
な
り
（『
教
会
撮
要
』
三
丁
オ―

ウ
）
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と
説
く
。
こ
こ
か
ら
千
家
は
、
教
会
の
活
動
を
「
国
体
」
や
「
政
体
」
に
つ
い
て
説
明
し
た
上
で
、「
生
死
確
守
す
へ
き
要
領
即
ち
安
心

立
命
の
処
」
を
伝
え
る
こ
と
に
あ
る
と
構
想
し
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。『
教
会
撮
要
』
で
は
具
体
的
に
「
安
心
立
命
」
が
何
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
か
を
説
く
箇
所
は
み
あ
た
ら
な
い
が
、「
出
雲
教
会
仮
条
例
」
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
大
国
主
神
が
「
世
ノ
治
乱

吉
凶
人
ノ
生
死
禍
福
」
を
治
め
て
い
る
と
解
釈
し
て
い
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、『
教
会
撮
要
』
の
段
階
で
は
、
大

国
主
神
へ
の
信
仰
が
「
安
心
立
命
」
と
関
わ
っ
て
教
説
の
中
で
前
景
化
し
て
は
い
な
い
。
例
え
ば
第
十
条
で
は
、「
神
を
敬
す
る
は
人
の

当
然
な
り
然
れ
と
も
徒
に
神
を
拝
察
せ
よ
と
強
誘
す
る
に
あ
ら
す
其
信
す
る
と
否
と
は
人
々
各
其
志
に
あ
れ
は
な
り）

24
（

」
と
、「
敬
神
」
の

あ
り
方
に
つ
い
て
注
意
を
促
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　

 

抑
造
化
三
神
天
照
大
神
大
国
主
大
神
此
五
柱
の
大
神
は
苟
も
人
た
る
も
の
か
な
ら
す
拝
察
せ
さ
る
へ
か
ら
さ
る
神
等
に
坐
ま
す
な
り

然
れ
と
も
地
方
に
坐
す
産
土
神
は
氏
子
た
る
も
の
素
よ
り
拝
察
す
へ
き
は
言
を
ま
た
す
（『
教
会
撮
要
』
八
丁
ウ
）

　

こ
の
よ
う
に
千
家
は
、
大
国
主
神
だ
け
で
は
な
く
、
造
化
三
神
や
天
照
大
神
、
産
土
神
を
「
拝
察
」
す
る
必
要
性
も
説
い
て
い
る
の
で

あ
る
。
さ
ら
に
、
教
導
の
役
割
を
説
い
た
第
七
条
で
は
、

　
　

 

賞
を
希
ふ
に
あ
ら
す
し
て
善
を
な
し
罪
を
恐
る
ゝ
に
あ
ら
す
し
て
悪
を
せ
さ
る
は
神
賜
の
良
心
固
り
如
此
の
み
然
る
に
情
欲
の
動
く

恒
心
従
て
う
つ
る
は
人
々
皆
然
る
な
り
之
を
戒
慎
し
て
良
心
に
復
帰
せ
し
む
る
は
教
導
に
あ
り
是
教
会
の
な
か
る
へ
か
ら
さ
る
所
以

な
り
抑
教
会
に
入
り
神
明
に
誓
ひ
教
義
相
講
修
す
所
を
省
み
慙
愧
の
心
自
然
に
発
し
之
に
頼
て
終
に
よ
く
過
を
改
め
善
に
遷
り
朝
廷

の
尊
む
へ
く
神
明
の
敬
す
へ
く
講
社
の
相
扶
く
へ
き
の
義
を
知
り
愈
戒
め
愈
慎
み
之
を
久
し
て
止
ま
さ
れ
は
神
賜
固
有
の
良
心
に
帰
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す
る
な
り
（『
教
会
撮
要
』
五
丁
ウ―

六
丁
オ
）

と
あ
り
、
人
が
「
善
」
を
行
う
理
由
を
「
賞
」
や
「
罪
」
で
は
な
く
、「
神
賜
の
良
心
」
に
求
め
つ
つ
、
人
が
「
情
欲
」
に
よ
っ
て
失
敗

す
る
こ
と
を
「
戒
慎
」
し
て
「
良
心
」
を
取
り
戻
さ
せ
る
こ
と
が
教
導
で
あ
る
と
し
、教
会
に
お
い
て
「
神
明
に
誓
」
い
「
教
義
相
講
修
」

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
過
を
改
め
善
に
遷
」
り
、「
朝
廷
の
尊
む
へ
く
神
明
の
敬
す
へ
く
講
社
の
相
扶
く
へ
き
」
意
義
を
知
っ
た
上
で
、「
愈

戒
め
愈
慎
」
む
こ
と
に
よ
り
、「
神
賜
固
有
の
良
心
に
帰
」
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
く
。
こ
う
し
た
論
か
ら
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
『
教
会

撮
要
』
で
は
、
造
化
三
神
、
天
照
大
神
、
大
国
主
神
、
産
土
神
へ
の
「
敬
神
」
を
前
提
と
し
つ
つ
、「
生
死
確
守
す
へ
き
要
領
即
ち
安
心

立
命
」
の
方
法
と
し
て
、「
神
賜
の
良
心
」
を
全
う
す
る
必
要
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

千
家
尊
福
は
、
こ
の
よ
う
な
教
説
を
背
景
に
擁
し
な
が
ら
、
大
教
院
や
神
道
事
務
局
の
神
殿
に
大
国
主
神
を
合
祀
す
る
よ
う
五
回
に
わ

た
り
提
議
を
行
っ
て
い
っ
た
。
一
方
で
前
節
に
お
い
て
み
た
よ
う
な
神
宮
教
院
を
中
心
と
す
る
「
伊
勢
派
」
の
教
説
も
徐
々
に
構
築
さ
れ

て
い
く
こ
と
と
な
る
。
当
然
、「
出
雲
派
」
の
教
説
理
解
は
、
天
照
大
神
が
神
々
の
神
徳
を
大
成
し
て
幽
界
や
死
後
の
賞
罰
を
も
掌
る
存

在
と
理
解
す
る
神
宮
教
院
の
教
説
と
は
、
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
「
伊
勢
派
」
の
教
説
を
「
出
雲
派
」
が
明
確
に
批
判

す
る
の
が
明
治
一
〇
年
か
ら
と
な
る
。
こ
の
年
に
は
、神
宮
の
教
化
活
動
を
主
導
し
た
浦
田
長
民
の
『
大
道
本
義
』
が
出
版
さ
れ
て
お
り
、

「
出
雲
派
」
で
あ
る
佐
々
木
幸
見
は
、「
浦
田
長
民
著
『
大
道
本
義
』
批
判）

25
（

」
で
『
大
道
本
義
』
に
対
し
て
古
典
に
明
確
な
根
拠
を
見
出
せ

な
い
こ
と
を
軸
と
し
て
批
判
を
展
開
し
て
い
く
。
こ
こ
で
は
大
国
主
神
に
つ
い
て
の
「
負
譴
者
の
子
、
真
主
た
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
理

解
を
「
何
ぞ
神
を
蔑
視
の
甚
し
き
、
何
ぞ
神
典
を
読
む
の
疎
な
る
」
と
批
判
し
た
上
で
、
大
国
主
神
が
治
め
る
幽
界
の
大
権
を
「
天
神
の

委
托
し
玉
ふ
所
に
し
て
専
掌
し
玉
ふ
所
な
り
」
と
解
釈
し
て
「
賞
罰
あ
る
毎
に
天
祖
の
勅
を
奉
じ
玉
ふ
」
と
い
う
理
解
を
否
定
す
る
。
そ

し
て
、天
照
大
神
を
「
天
地
の
主
宰
と
す
る
の
論
は
、何
の
拠
あ
り
や
。
天
地
の
大
主
宰
は
、天
之
御
中
主
神
の
あ
る
あ
り
」
と
述
べ
、「
道
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は
御
中
主
神
の
大
道
に
し
て
、
天
地
万
物
の
其
所
を
得
る
は
、
造
化
元
首
の
神
徳
に
因
る
者
な
り
」
と
し
て
、「
天
祖
の
大
徳
を
称
賛
せ

ん
と
す
る
に
急
に
し
て
、
却
て
神
道
に
反
し
、
神
慮
に
悖
る
所
を
知
ら
ざ
る
者
に
似
た
り
」
と
批
判
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
か
か
る
教
説

上
の
対
立
は
、
明
治
一
〇
年
以
降
に
明
確
化
し
、
祭
神
論
争
に
お
け
る
「
伊
勢
派
」
と
「
出
雲
派
」
の
対
立
へ
と
発
展
し
て
い
く
の
で
あ

る）
26
（

。

　

次
い
で
、
祭
神
論
争
を
経
た
明
治
一
四
年
の
「
出
雲
派
」
の
教
説
を
千
家
尊
福
の
『
大
道
要
義
』
か
ら
確
認
し
て
お
き
た
い）

27
（

。『
大
道

要
義
』
は
、
二
二
章
に
わ
た
り
教
説
に
関
す
る
問
題
を
論
じ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
教
説
の
対
立
を
考
え
る
上
で
重
要
と

思
慮
さ
れ
る
造
化
三
神
や
天
照
大
神
、
大
国
主
神
等
の
理
解
や
「
死
後
の
安
心
」
に
関
す
る
問
題
を
重
点
的
に
検
討
し
て
お
く
。
ま
ず
、

第
一
章
「
天
地
万
物
の
元
始
を
明
か
に
し
て
造
化
大
神
の
神
徳
を
弁
ふ
へ
き
事
」
に
は
、

　
　

 

天
地
を
鎔
造
し
万
物
を
化
生
し
玉
ふ
は
皇
産
霊
大
神
を
始
め
百
神
の
功
徳
あ
り
と
い
へ
と
も
其
本
源
を
推
て
云
ふ
時
は
御
中
主
大
神

に
帰
せ
さ
る
は
な
し
是
則
御
中
主
大
神
の
真
中
に
位
し
玉
ひ
て
百
神
其
物
を
仰
き
玉
ふ
所
に
し
て
万
化
の
元
霊
天
地
の
大
主
宰
た
る

所
以
な
り
（『
大
道
要
義
』
二
丁
ウ
）

と
あ
り
、
造
化
の
「
本
源
」
が
「
御
中
主
大
神
」
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
第
四
章
「
天
地
分
掌
の
神
誡
を
確
信
し
て
報
謝
す
る

所
を
知
る
へ
き
事
」
で
は
、「
天
照
大
御
神
須
佐
之
男
神
二
柱
の
貴
御
子
は
御
祖
大
神
の
御
依
し
に
因
て
天
地
の
両
主
宰
と
坐
し
て
百
神

を
統
率
し
給
へ
り）

28
（

」
と
述
べ
た
上
で
、
須
佐
之
男
神
か
ら
大
国
主
神
に
地
の
主
宰
が
譲
ら
れ
た
経
緯
を
、

　
　

 

須
佐
之
男
大
神
は
故
あ
り
て
御
母
神
の
坐
す
根
国
に
入
給
ひ
（
中
略
）
大
地
統
御
の
大
権
を
御
神
業
と
は
悉
御
承
祖
の
神
孫
と
坐
す
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大
国
主
大
神
に
譲
給
ひ
是
よ
り
後
は
大
神
大
地
統
御
の
大
権
を
有
し
其
神
業
を
継
承
し
給
へ
り
（
中
略
）
抑
大
国
魂
大
神
大
国
主
神

の
亦
御
名

の
天

原
大
地
分
掌
の
神
誨
は
（
中
略
）
大
国
主
大
神
の
此
顕
国
を
皇
御
孫
尊
に
譲
り
玉
へ
る
時
此
大
神
の
天
神
に
誓
約
し
給
へ
る
神
詰
に

し
て
天
上
の
事
は
天
照
大
御
神
の
悉
く
治
め
玉
へ
る
に
対
へ
て
此
よ
り
以
来
大
地
の
事
は
大
国
魂
大
神
の
親
治
め
玉
ふ
事
と
な
り
た

る
な
り
（『
大
道
要
義
』
九
丁
オ―

一
〇
丁
オ
）

と
論
じ
て
、「
天
」
を
天
照
大
神
、「
地
」
を
大
国
主
神
が
主
宰
し
て
い
る
と
い
う
世
界
観
を
表
明
す
る
。
ま
た
、
天
照
大
神
と
大
国
主
神

の
役
割
を
、

　
　

 

天
照
大
御
神
は
日
球
の
主
宰
に
ま
し
て
其
神
徳
の
宇
宙
に
遍
満
な
る
事
は
日
光
の
照
徹
す
る
に
因
て
著
明
な
る
を
以
て
更
に
称
道
せ

す
と
雖
と
も
大
国
魂
大
神
の
大
地
官
と
坐
す
は
皇
御
孫
命
の
顕
事
の
主
宰
と
坐
す
を
お
き
て
大
地
の
守
護
に
係
れ
る
幽
事
を
総
て
所

知
看
す
由
な
れ
は
な
り
（『
大
道
要
義
』
一
〇
丁
ウ―

一
一
丁
オ
）

と
述
べ
、
天
照
大
神
の
神
徳
が
「
宇
宙
に
遍
満
」
し
て
い
る
と
解
釈
し
た
上
で
、
大
国
主
神
を
「
大
地
の
守
護
に
係
れ
る
幽
事
を
総
て
所

知
看
」
し
て
い
る
と
説
く
。
こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、
次
に
引
用
す
る
箇
所
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
「
天
」
と
「
地
」
を
対
比
し

つ
つ
も
、
天
照
大
神
の
神
徳
を
「
更
に
称
道
」
す
る
こ
と
よ
り
、
大
国
主
神
の
神
徳
を
説
く
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
　

 

日
球
主
宰
の
大
神
の
高
徳
を
蒙
る
は
必
大
地
主
宰
の
大
神
の
恩
頼
に
因
ら
さ
る
へ
か
ら
さ
る
な
り
是
天
神
地
祇
の
神
意
神
勅
を
奉
す

る
の
道
に
し
て
則
神
に
事
ふ
る
の
順
序
な
り
（『
大
道
要
義
』
一
一
丁
オ―
ウ
）
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こ
の
よ
う
に
天
照
大
神
の
神
徳
を
蒙
る
こ
と
は
、「
大
地
主
宰
の
大
神
」
で
あ
る
大
国
主
神
の
「
恩
頼
」
に
よ
っ
て
い
る
と
し
、
こ
れ

を
「
天
神
地
祇
の
神
意
神
勅
を
奉
す
る
の
道
」
で
あ
り
「
神
に
事
ふ
る
の
順
序
」
と
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
千
家
は
、
天
照
大
神

の
重
要
性
を
説
き
つ
つ
も
、
そ
う
し
た
神
徳
が
大
地
を
主
宰
す
る
大
国
主
神
の
「
恩
頼
」
に
よ
っ
て
い
る
と
す
る
こ
と
か
ら
、
天
照
大
神

よ
り
も
大
国
主
神
の
重
要
性
を
説
く
こ
と
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
大
国
主
神
と
密
接
な
関
わ
り
を
持
つ
、
産
土
神

に
つ
い
て
も
「
大
神
の
恩
頼
を
敬
仰
す
る
者
は
必
産
土
神
を
崇
敬
す
へ
く
産
土
神
の
守
護
を
感
戴
す
る
者
は
必
大
国
主
大
神
を
欽
奉
せ
さ

る
へ
か
ら
す
是
大
国
主
大
神
と
産
土
神
と
を
本
末
の
連
続
に
し
て
相
離
れ
さ
る
所
あ
れ
は
な
り）

29
（

」
と
述
べ
、大
国
主
神
と
産
土
神
を
「
本
」

と
「
末
」
と
解
釈
し
て
、
産
土
神
を
崇
敬
す
る
理
由
を
大
国
主
神
へ
一
元
化
す
る
教
説
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

か
か
る
理
解
を
前
提
と
し
な
が
ら
千
家
は
、
教
説
面
で
特
に
大
国
主
神
へ
の
信
仰
を
強
く
打
ち
出
し
て
い
く
。
第
六
章
「
経
国
の
功
徳

を
謝
し
治
幽
の
恩
頼
を
仰
き
て
生
死
依
頼
す
へ
き
事
」
で
は
、
大
国
主
神
の
働
き
を
論
じ
る
中
で
、

　
　

 

幽
冥
主
宰
と
な
り
玉
ひ
て
は
更
に
博
愛
の
神
慮
を
拡
充
し
人
生
百
年
の
寿
福
を
保
護
し
玉
ふ
に
止
ら
す
永
遠
無
窮
に
霊
魂
を
綏
撫
し

其
依
る
所
を
得
て
安
し
其
鎮
ま
る
所
を
得
て
楽
し
む
へ
く
偏
に
救
済
の
徳
を
施
し
永
久
の
安
泰
を
得
さ
し
め
玉
ふ
至
仁
至
愛
の
恩
徳

を
敬
仰
せ
さ
る
へ
け
む
や
然
れ
は
此
地
に
栖
息
す
る
人
民
は
悉
天
下
経
営
の
仁
徳
を
蒙
ら
さ
る
は
無
く
幽
冥
主
宰
の
愛
慮
を
受
け
さ

る
は
無
け
れ
は
生
前
死
後
惑
ふ
事
な
く
偏
に
大
国
主
大
神
の
恩
頼
を
頼
み
て
安
寧
幸
福
を
保
ち
特
に
霊
魂
の
高
き
神
位
に
進
ま
む
事

を
願
ふ
へ
し
（『
大
道
要
義
』
一
五
丁
ウ―

一
六
丁
オ
）

と
し
、
大
国
主
神
が
「
幽
冥
主
宰
」
で
あ
り
人
の
「
百
年
の
寿
福
を
保
護
」
し
て
死
後
の
霊
魂
の
鎮
ま
る
所
を
与
え
「
永
久
の
安
泰
を
得

さ
し
め
」
る
と
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
生
前
死
後
惑
ふ
事
な
く
」、
ひ
た
す
ら
「
大
国
主
大
神
の
恩
頼
を
頼
」
む
こ
と
に
よ
り
、
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安
寧
幸
福
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
い
て
い
る
。
さ
ら
に
霊
魂
帰
着
と
「
死
後
の
安
心
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
も
論
じ
て
い
る
。

　
　

 
貧
富
苦
楽
は
自
己
の
行
為
に
因
る
こ
と
言
ふ
も
更
な
り
霊
魂
の
苦
楽
も
ま
た
生
前
の
善
悪
に
関
し
人
間
万
事
一
も
己
の
行
為
に
因
ら

さ
る
無
け
れ
は
己
を
善
く
す
れ
は
他
の
救
済
を
頼
む
に
及
は
さ
る
に
似
た
れ
と
其
己
を
善
く
す
る
に
道
に
因
り
教
に
従
は
さ
る
へ
か

ら
さ
る
事
に
て
現
世
の
事
業
は
己
の
勤
勉
に
因
て
成
る
と
い
へ
と
も
必
政
府
の
法
令
を
遵
守
し
其
保
護
に
依
ら
さ
れ
は
生
命
資
産
を

安
し
難
き
を
思
ひ
て
も
霊
魂
も
ま
た
幽
冥
大
神
の
神
慮
を
奉
戴
し
其
恩
頼
を
頼
み
奉
る
へ
き
理
を
知
る
へ
し
（『
大
道
要
義
』
二
六

丁
オ―

ウ
）

　

こ
こ
で
千
家
は
、
生
前
死
後
の
苦
楽
が
「
自
己
の
行
為
に
因
」
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
促
し
な
が
ら
、「
政
府
の
法
令
を
遵
守
」
し

な
け
れ
ば
「
生
命
資
産
を
安
し
難
」
い
と
す
る
理
解
を
根
拠
と
し
て
、
死
後
の
「
救
済
」
を
得
る
た
め
に
は
「
幽
冥
大
神
の
神
慮
を
奉
戴

し
其
恩
頼
を
頼
み
奉
る
」
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
説
く
。
そ
し
て
、

　
　

 

霊
魂
の
帰
着
は
偏
に
幽
冥
の
主
宰
と
ま
す
大
国
主
大
神
を
目
的
と
し
て
依
頼
す
へ
し
是
天
神
の
幽
冥
主
宰
を
定
め
給
へ
る
神
勅
を
遵

守
す
る
者
に
し
て
天
神
の
寵
栄
を
受
る
も
必
大
神
の
恩
頼
に
よ
ら
さ
る
へ
か
ら
さ
る
幽
理
を
弁
へ
て
幽
冥
の
事
は
唯
大
国
主
大
神
に

依
頼
す
る
に
在
り
と
確
信
す
へ
し
（『
大
道
要
義
』
二
八
丁
オ―
ウ
）

と
結
論
づ
け
て
い
る
。
こ
こ
で
も
千
家
は
、
霊
魂
の
帰
着
に
つ
い
て
「
幽
冥
の
主
宰
と
ま
す
大
国
主
大
神
」
に
「
依
頼
」
す
る
こ
と
に
よ

り
、「
天
神
の
寵
栄
」
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
釈
し
て
お
り
、
大
国
主
神
へ
の
「
依
頼
」、
す
な
わ
ち
信
仰
に
よ
っ
て
こ
そ
死
後
の

04武田幸也氏.indd   7604武田幸也氏.indd   76 2015/02/20   19:06:522015/02/20   19:06:52



祭神論争における「伊勢」と「出雲」77

救
済
が
あ
る
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
明
治
一
四
年
頃
の
「
出
雲
派
」
の
教
説
で
は
、「
死
後
の
安
心
」
を
得
る
こ
と
を

軸
と
し
て
、
ひ
た
す
ら
大
国
主
神
を
信
仰
し
生
死
を
「
依
頼
」
す
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
確
に
理
解
で
き
る
。

　

こ
の
『
大
道
要
義
』
に
展
開
さ
れ
た
教
説
は
、『
教
会
撮
要
』
で
展
開
さ
れ
た
教
説
と
比
し
て
特
に
大
国
主
神
へ
の
信
仰
を
強
く
打
ち

出
し
て
お
り
、
時
期
的
に
み
て
も
「
伊
勢
派
」
の
教
説
と
対
抗
す
る
形
で
「
出
雲
派
」
の
教
説
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
す
な
わ
ち
「
出
雲
派
」
の
教
説
は
、
出
雲
大
社
を
中
心
と
す
る
教
化
体
制
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
他
方
で
「
伊
勢
派
」
の
教
説

展
開
に
対
抗
す
る
こ
と
も
背
景
に
存
し
つ
つ
、
大
国
主
神
へ
の
信
仰
を
強
く
打
ち
出
し
た
教
説
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
教
説
の
理
解
を
踏
ま
え
て
「
伊
勢
派
」
と
「
出
雲
派
」
の
教
説
的
な
対
立
点
を
突
き
詰
め
れ
ば
、「
伊
勢
派
」
は
生
前

死
後
の
幸
福
を
保
障
す
る
信
仰
の
対
象
と
し
て
の
存
在
を
天
照
大
神
に
求
め
る
が
、「
出
雲
派
」
は
そ
れ
を
大
国
主
神
に
求
め
て
い
る
こ

と
が
指
摘
で
き
る
。
こ
う
し
た
教
説
は
、
キ
リ
ス
ト
教
対
策
を
目
的
と
す
る
国
民
教
化
体
制
の
構
築
に
従
っ
て
神
宮
や
出
雲
大
社
を
中
心

と
す
る
教
化
体
制
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
念
頭
に
置
く
と
、
か
か
る
教
化
体
制
を
前
提
と
し
た
教
化
活
動
を
遂
行
す
る
に
あ
た
っ

て
、
国
学
的
な
知
識
を
基
盤
と
す
る
教
説
上
に
信
仰
の
対
象
と
し
て
天
照
大
神
と
大
国
主
神
の
存
在
が
強
く
前
景
化
し
、
祭
神
論
争
へ
と

至
っ
た
と
い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
教
説
上
の
対
立
を
背
景
と
し
た
時
、
田
中
頼
庸
等
「
伊
勢
派
」
は
、
千
家
尊
福
等

「
出
雲
派
」
の
大
国
主
神
に
全
て
の
生
死
を
「
依
頼
」
す
れ
ば
救
わ
れ
る
と
い
う
教
説
を
忌
避
し
た
結
果
、
神
道
事
務
局
神
殿
に
大
国
主

神
を
奉
斎
す
る
こ
と
に
反
対
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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三
、
常
世
長
胤
の
神
道
教
説

　

次
い
で
常
世
長
胤
の
神
道
教
説
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
祭
神
論
争
に
お
け
る
教
説
上
の
対
立
が
「
伊
勢
派
」
と
「
出
雲
派
」
の
み

に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
た
い
。
こ
こ
で
常
世
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
常
世
が
「
伊
勢
派
」
や
「
出
雲
派
」
と
も
異
な

る
神
道
教
説
を
展
開
し
て
い
た
こ
と
と
、
後
の
祭
神
論
争
期
に
お
い
て
千
家
の
議
論
に
対
し
て
明
確
な
反
論
を
展
開
し
た
人
物
が
常
世
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
ず
常
世
長
胤
の
簡
単
な
履
歴）

30
（

と
神
宮
と
の
関
係
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
常
世
は
、
上
総
国
木
更
津
常
住
村
の
人
で
天
保
三

年
に
生
ま
れ
た
。
後
に
下
総
国
壬
生
の
豪
商
・
早
瀬
富
高
の
娘
と
結
婚
し
壬
生
に
移
っ
た
。
慶
応
二
年
六
月
、
野
口
令
宜
の
紹
介
で
気
吹

舎
に
入
門
、
平
田
篤
胤
の
歿
後
門
人
と
な
り
、
戊
辰
戦
争
時
に
は
蒼
龍
隊
に
入
隊
し
て
い
る
。
維
新
後
の
明
治
二
年
に
宣
教
少
講
義
生
、

五
年
一
〇
月
に
芝
大
神
宮
祠
官
、
同
一
一
月
に
教
部
省
一
一
等
出
仕
、
後
に
中
録
と
な
る
が
、
八
年
に
辞
職
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
山
形

県
属
を
経
て
常
世
は
、
彼
の
著
作
『
神
教
組
織
物
語
』
に
よ
る
と
一
二
年
五
月
一
〇
日
に
権
少
教
正
に
任
命
さ
れ
た
後
、
田
中
頼
庸
の
依

頼
に
よ
っ
て
山
形
県
下
で
「
布
教
」
活
動
を
行
う
こ
と
と
な
り
、
神
道
事
務
局
を
辞
職
し
て
神
宮
司
庁
の
所
属
と
な
っ
て
、
山
形
県
下
に

神
宮
教
会
を
開
設
し
山
形
本
部
在
勤
と
な
る
な
ど）

31
（

、
神
宮
の
教
化
活
動
を
担
っ
て
い
き
、
神
宮
教
山
形
本
部
長
等
を
歴
任
し
て
一
九
年
に

歿
し
た
。
こ
の
よ
う
に
常
世
は
、
一
二
年
以
降
、
立
場
的
に
は
神
宮
の
教
化
体
制
と
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た

履
歴
を
踏
ま
え
つ
つ
本
節
で
は
、
主
に
明
治
七
年
に
出
版
さ
れ
た
『
大
道
本
論）

32
（

』
を
中
心
に
取
り
上
げ
、
常
世
長
胤
の
神
道
教
説
を
検
討

し
て
い
き
た
い
。

　

常
世
は
、『
大
道
本
論
』
に
お
い
て
、
ま
ず
天
御
中
主
神
の
存
在
を
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
。
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此
大
神
（
筆
者
註―

天
御
中
主
神
）
は
始
よ
り
幽
中
の
幽
に
お
は
し
ま
し
て
、
造
化
首
を
作
し
給
ひ
諸
の
神
等
及
此
大
な
る
、
天
地

を
さ
へ
に
鎔
造
り
給
ひ
て
、今
も
猶
万
事
の
大
本
を
統
知
給
ふ
、い
と
も
奇
く
妙
な
る
大
神
な
り
け
り
（『
大
道
本
論
』
二
丁
オ―

ウ
）

　

こ
の
よ
う
に
常
世
は
、
天
御
中
主
神
を
「
幽
中
の
幽
」
に
存
在
し
、
神
々
と
世
界
を
造
化
し
「
今
も
猶
万
事
の
大
本
を
統
知
」
る
「
大

神
」
と
す
る
。
常
世
の
教
説
で
は
、
天
御
中
主
神
を
中
心
に
位
置
づ
け
た
上
で
、

　
　

 

世
間
に
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
、
生
も
死
も
、
善
も
悪
も
清
き
も
汚
き
も
尽
く
其
大
本
は
、
天
御
中
主
大
神
の
御
功
績
の
一
よ
り

割
れ
出
た
る
も
の
な
れ
ば
、
悪
き
も
の
、
ま
た
汚
き
物
な
り
と
て
、
世
界
の
外
に
追
避
る
処
は
な
き
理
な
り
、
其
は
勝
た
る
天
国
を

造
給
へ
る
に
因
て
、其
に
劣
れ
る
此
顕
国
も
出
来
、ま
た
次
に
は
限
り
な
く
汚
く
賤
き
、夜
見
国
さ
へ
出
来
た
る
な
り
（『
大
道
本
論
』

二
〇
丁
オ―

ウ
）

と
し
、世
の
中
の
全
て
の
「
大
本
」
が
天
御
中
主
神
の
「
御
功
績
」
に
よ
っ
て
い
る
と
の
認
識
を
示
し
、こ
の
天
御
中
主
神
の
神
徳
に
よ
っ

て
「
天
国
」
と
、
そ
れ
に
劣
る
「
顕
国
」、「
限
り
な
く
汚
く
賤
き
、
夜
見
国
」
が
形
成
さ
れ
た
と
説
く
。
こ
う
し
た
理
解
を
前
提
に
し
つ

つ
、「
天
」「
地
」「
夜
見
」
を
含
む
世
界
全
体
の
構
造
を
述
べ
た
の
が
次
の
箇
所
で
あ
る
。

　
　

 

天
、
地
、
夜
見
、
と
も
に
其
君
主
定
め
た
る
上
に
は
、
伊
邪
那
岐
大
神
は
、
高
天
原
の
幽
政
を
知
看
て
、
天
照
大
御
神
の
、
顕
政
を

補
佐
給
ひ
、
伊
邪
那
美
大
神
は
、
夜
見
国
の
幽
政
を
知
看
て
、
月
夜
見
命
亦
名
須
佐

之
男
神

の
、
顕
政
を
補
佐
給
ひ
、
此
中
国
の
幽
政
を
ば
、
大

国
主
神
大
神
を
大
物
主
大
神
と
し
て
知
看
さ
せ
、
天
照
大
御
神
と
、
須
佐
之
男
命
の
御
誓
の
御
間
に
あ
れ
ま
し
ゝ
、
皇
御
孫
命
の
顕
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政
を
補
佐
し
給
へ
る
は
、
み
な
皇
祖
天
神
の
御
意
と
し
て
、
遠
く
量
り
定
め
給
ふ
、
幽
契
に
ぞ
あ
り
け
る
、
人
と
あ
ら
む
も
の
は
、

心
を
潜
て
よ
く
考
へ
、
よ
く
思
ひ
て
、
此
神
理
を
弁
へ
知
ら
ず
は
、
有
べ
か
ら
ず
（『
大
道
本
論
』
二
九
丁
オ―

ウ
）

　

こ
こ
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
常
世
は
、「
天
」「
地
」「
夜
見
」、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
顕
政
」
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
幽
政
」
が
あ
る
と
す
る
。

そ
し
て
「
顕
政
」
を
補
佐
す
る
の
が
「
幽
政
」
の
役
割
と
位
置
づ
け
、「
天
」
の
「
顕
政
」
が
天
照
大
神
で
「
幽
政
」
は
伊
邪
那
岐
神
、「
夜

見
」
の
「
顕
政
」
が
「
月
夜
見
命
亦
名
須
佐

之
男
神

」
で
「
幽
政
」
は
伊
邪
那
美
神
、
地
上
の
「
顕
政
」
が
「
皇
御
孫
命
」
で
「
幽
政
」
は
大
国
主
神

が
治
め
て
い
る
と
い
う
理
解
を
示
す
。
こ
う
し
た
顕
幽
の
関
係
性
は
、
天
御
中
主
神
を
中
心
と
す
る
「
皇
祖
天
神
」
の
考
え
に
よ
る
「
幽

契
」
に
よ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
大
嘗
祭
や
新
嘗
祭
に
つ
い
て
解
説
し
た
次
の
箇
所
で
あ
る
。

　
　

 

大
嘗
会
新
嘗
会
に
宵
に
は
天
照
大
御
神
を
、
至
尊
と
し
て
斎
き
祭
給
ひ
、
暁
に
は
諸
神
を
相
嘗
に
祭
給
ふ
こ
と
、
少
も
古
に
異
な
る

こ
と
な
し
、
其
は
高
天
原
に
て
、
大
御
神
の
御
親
ら
、
天
御
中
主
大
神
を
至
尊
と
し
て
斎
き
祭
給
ふ
御
規
則
を
、
其
侭
に
移
せ
る
神

事
な
る
が
、
天
上
と
地
と
本
末
の
別
あ
る
故
に
至
尊
と
す
る
神
の
違
ふ
に
ぞ
あ
り
け
る
（『
大
道
本
論
』
五
丁
ウ―

六
丁
オ
）

　

常
世
は
、
大
嘗
祭
や
新
嘗
祭
に
お
い
て
天
照
大
神
を
「
至
尊
と
し
て
斎
き
祭
」
り
、
他
の
「
諸
神
を
相
嘗
に
祭
」
る
こ
と
が
、
古
来
よ

り
不
変
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
う
し
た
儀
礼
の
原
由
を
高
天
原
（
天
）
に
お
い
て
天
照
大
神
み
ず
か
ら
が
「
天
御
中
主
大
神
を
至

尊
と
し
て
斎
き
祭
」
っ
て
い
る
こ
と
に
求
め
、
そ
の
制
度
が
地
上
に
「
其
侭
に
移
せ
る
神
事
」
と
大
嘗
祭
や
新
嘗
祭
を
解
釈
し
て
、「
天
」

と
「
地
」
で
は
「
本
末
の
別
あ
る
故
に
至
尊
と
す
る
神
」
が
異
な
っ
て
い
る
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
高
天
原
に
お
い
て
天
照

大
神
は
天
御
中
主
神
を
祭
り
、
地
上
に
お
い
て
は
天
皇
が
天
照
大
神
を
祭
る
と
い
う
構
造
が
構
想
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
理
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解
か
ら
は
、
常
世
が
教
説
面
に
お
い
て
天
御
中
主
神
と
天
照
大
神
を
特
に
重
視
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
い
知
れ
よ
う
。

　

次
い
で
、
こ
う
し
た
常
世
の
教
説
に
お
い
て
特
徴
的
な
点
と
し
て
「
魂
」
の
解
釈
が
あ
る
。
常
世
は
「
魂
」
に
つ
い
て
、

　
　

 

人
を
始
め
、
国
土
及
海
河
山
野
草
木
に
至
る
迄
、
世
間
に
生
と
し
活
る
も
の
に
、
何
れ
も
魂
の
な
き
は
あ
る
こ
と
な
く
、
魂
は
則
其

物
の
主
宰
な
れ
ば
、
魂
を
直
に
其
物
に
云
ひ
、
其
物
を
直
に
魂
に
係
て
云
ふ
も
、
互
に
包
て
云
ふ
例
な
れ
ば
魂
を
直
に
国
土
と
云
ふ

も
難
な
き
こ
と
な
り
（『
大
道
本
論
』
一
一
丁
ウ
）

と
述
べ
た
上
で
、

　
　

 

み
な
其
御
魂
あ
り
て
、
其
物
を
其
物
た
ら
し
め
給
ふ
に
ぞ
あ
り
け
る
、
さ
て
其
御
魂
の
像
は
如
何
と
云
ふ
に
、
幽
顕
の
隔
あ
る
が
故

に
、
眼
に
こ
そ
見
え
ね
、
必
ず
神
人
の
体
の
体
に
、
異
な
る
こ
と
な
き
は
、
云
ふ
迄
も
あ
ら
ず
（『
大
道
本
論
』
一
二
丁
ウ
）

と
す
る
。
つ
ま
り
「
魂
」
と
は
、人
や
「
国
土
及
海
河
山
野
草
木
」
と
い
っ
た
「
世
間
に
生
と
し
活
る
」
全
て
の
も
の
に
存
在
し
て
お
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
「
主
宰
」
で
あ
っ
て
、「
其
物
を
其
物
た
ら
し
め
」
る
存
在
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
注
目
さ
れ
る
の
が
、
先
の
引
用
で
「
魂

を
直
に
国
土
と
云
ふ
も
難
な
き
こ
と
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
国
土
」
に
も
「
魂
」
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
理
解
は
次
の
よ
う
な
論
へ
と
展
開
さ
れ
て
い
く
。

　
　

 

二
柱
大
神
（
伊
邪
那
岐
・
伊
邪
那
美
二
神
）
は
、
天
神
の
勅
命
の
ま
に
〳
〵
、
此
国
に
天
降
ま
し
、
ま
づ
男
女
の
道
を
始
て
、
国
の
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82

八
十
国
、
島
の
八
十
島
の
、
国
魂
神
を
生
み
給
ひ
し
故
に
、
各
も
各
も
其
国
々
島
々
の
御
魂
と
な
り
て
、
主
宰
し
給
ひ
き
（『
大
道

本
論
』
一
〇
ウ―

一
一
オ
）

　

す
な
わ
ち
、
伊
邪
那
岐
・
伊
邪
那
美
の
二
神
の
国
産
み
神
産
み
に
よ
っ
て
「
国
魂
神
」
が
産
ま
れ
、
そ
れ
が
「
其
国
々
島
々
の
御
魂
」

と
な
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
を
「
主
宰
」
し
て
い
る
と
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
国
魂
神
」
に
は
、

　
　

 

其
は
朝
廷
に
斎
き
祭
り
給
へ
る
の
み
に
あ
ら
ず
、
諸
国
に
国
霊
神
社
、
と
云
ふ
が
多
く
あ
る
中
に
は
必
ず
し
も
、
右
に
云
ふ
国
魂
神

の
中
の
一
神
を
、
一
国
の
国
霊
神
社
と
称
て
、
祭
れ
る
も
あ
る
べ
し
（『
大
道
本
論
』
一
三
丁
オ
）

と
あ
る
よ
う
に
、朝
廷
に
お
い
て
祭
ら
れ
る
と
と
も
に
各
地
で
「
一
国
の
国
霊
神
社
」
と
し
て
祭
ら
れ
て
い
る
存
在
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
常
世
は
、

　
　

 

但
し
、
国
霊
神
社
と
云
ふ
に
三
の
差
別
あ
り
、
一
に
は
上
に
云
へ
る
国
魂
神
を
祭
れ
る
が
あ
り
、
一
に
は
大
国
主
大
神
の
荒
魂
と
ま

す
、
大
国
魂
神
を
祭
れ
る
が
あ
り
、
一
に
は
既
く
当
国
の
人
民
を
率
て
、
其
国
を
修
理
固
め
給
へ
る
神
を
、
某
国
霊
神
と
称
て
、
祭

れ
る
も
あ
り
て
、
委
し
く
云
ふ
時
は
、
其
御
所
為
に
幽
顕
の
差
別
あ
る
な
り
、
其
は
第
一
に
云
へ
る
、
国
魂
神
は
、
所
謂
国
土
の
霊

魂
に
て
、
其
主
宰
な
れ
ば
、
お
の
ず
か
ら
、
其
御
所
為
も
幽
に
つ
き
、
ま
た
第
二
第
三
に
云
へ
る
国
霊
神
は
、
既
く
国
民
を
率
て
、

国
土
の
眼
に
見
ゆ
る
処
を
経
営
固
め
給
へ
ば
、
お
の
づ
か
ら
、
其
御
所
為
も
顕
に
き
く
理
な
り
（『
大
道
本
論
』
一
三
丁
オ―

ウ
）
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と
指
摘
す
る
。
要
す
る
に
「
国
霊
神
社
」
に
は
、
三
種
類
が
存
在
す
る
と
し
、
こ
の
三
種
類
を
「
国
魂
神
」
と
「
大
国
主
大
神
の
荒
魂
と

ま
す
、
大
国
魂
神
」、「
其
国
を
修
理
固
め
給
へ
る
神
」
の
こ
と
と
し
た
上
で
、「
国
魂
神
」
を
「
国
土
の
霊
魂
」
を
「
主
宰
」
す
る
神
々

と
解
釈
し
、「
其
御
所
為
」
が
幽
界
に
関
わ
り
、
他
の
「
国
霊
神
社
」
に
祭
ら
れ
る
神
々
の
「
御
所
為
」
は
顕
界
に
関
わ
る
も
の
と
す
る

の
で
あ
る
。
常
世
が
「
魂
」
を
重
視
す
る
の
は
、
次
に
引
く
よ
う
な
「
魂
」
と
「
産
霊
」
の
関
係
が
あ
る
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　

ま
づ
世
間
に
、生
と
し
活
る
も
の
は
尽
く
、二
柱
産
巣
日
大
神
の
、生
産
霊
の
恩
頼
に
よ
り
て
生
出
ざ
る
（『
大
道
本
論
』
三
五
丁
オ
）

　

こ
こ
で
は
「
二
柱
産
巣
日
大
神
」
の
「
恩
頼
」
に
よ
っ
て
世
の
中
の
「
生
と
し
活
る
も
の
」
が
誕
生
す
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ

を
前
提
と
し
て
「
一
物
の
、
母
の
胎
内
に
寓
る
時
に
、
其
一
物
に
魂
を
備
へ
給
ふ
主
宰
の
神
霊
」
を
「
魂
留
産
霊
神
」、「
一
物
を
人
体
と

し
て
活
動
せ
給
ふ
、
主
宰
の
神
霊
」
を
「
生
産
霊
神
」、「
人
体
の
眼
、
耳
、
鼻
、
口
、
手
、
足
、
に
至
る
迄
、
足
し
整
へ
給
ふ
主
宰
の
神

霊
」
を
「
足
産
霊
神
」、「
世
間
に
生
出
た
る
、
人
の
魂
の
離
遊
む
と
す
る
を
招
き
、
身
体
に
鎮
め
給
ふ
」
神
を
「
大
宮
売
神
」、「
人
に
食

物
を
授
て
身
体
を
肥
し
、
精
気
を
養
ひ
給
ふ
」
神
が
「
御
食
津
神
」、「
人
の
生
長
て
、
事
を
知
り
道
を
弁
へ
て
、
万
の
事
物
を
成
し
め
給

ふ
」
神
を
「
事
代
主
神
」
と
す
る
教
説
が
展
開
さ
れ
て
い
る）

33
（

。
こ
の
よ
う
な
神
々
の
「
恩
頼
」
に
よ
っ
て
、
人
は
人
と
し
て
活
動
す
る
こ

と
が
出
来
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
あ
げ
ら
れ
た
神
々
は
神
祇
官
「
八
神
殿
」
に
奉
斎
さ
れ
る
神
々
で
あ
る

た
め
、「
斎
庭
の
最
上
と
し
て
、
朝
廷
に
重
く
斎
祭
ら
」
れ
る
存
在
で
あ
る）

34
（

。
以
上
の
よ
う
に
常
世
は
、
天
御
中
主
神
と
天
照
大
神
を
重

視
す
る
一
方
で
、「
魂
」
が
人
や
国
を
「
主
宰
」
す
る
神
々
の
働
き
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
そ
の
「
魂
」
を
掌
る
神
々

を
重
視
し
て
、
そ
れ
を
「
八
神
殿
」
の
神
々
に
関
連
づ
け
、
そ
こ
に
人
や
国
の
活
動
の
根
源
を
求
め
る
教
説
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

か
か
る
世
界
観
・
神
理
解
を
前
提
と
し
て
、
常
世
は
「
惟
神
の
大
道
」
を
、
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天
地
に
先
だ
ち
て
起
原
れ
る
も
の
に
し
て
、
そ
れ
即
て
君
臣
の
道
に
な
む
あ
り
け
る
、
君
臣
の
大
本
た
る
道
分
れ
て
、
父
子
、
夫
婦
、

兄
弟
、
朋
友
等
の
、
道
々
も
立
つ
な
り
、
か
か
れ
ば
、
上
に
云
へ
る
天
神
の
詔
命
に
、
此
漂
へ
る
国
を
修
理
固
成
せ
と
、
詔
へ
る
中

に
是
等
の
道
々
迄
も
、
尽
く
含
れ
る
こ
と
を
知
る
べ
し
（『
大
道
本
論
』
一
四
丁
オ―

ウ
）

と
し
、「
君
臣
の
道
」
を
中
心
に
「
父
子
、
夫
婦
、
兄
弟
、
朋
友
等
」
の
道
が
分
立
し
て
い
っ
た
と
解
釈
し
て
、
こ
れ
ら
が
「
天
神
の
詔
命
」

の
中
に
「
尽
く
含
」
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
惟
神
の
大
道
」
は
、

　
　

 

吾
が
惟
神
の
大
道
は
し
も
、
最
も
尊
き
、
天
御
中
主
大
神
の
、
大
御
心
を
本
と
し
て
、
次
々
に
皇
神
等
の
、
勤
め
行
ひ
給
へ
る
事
実

に
備
り
、
其
が
中
に
も
君
臣
の
大
道
を
以
て
、
主
と
立
ら
れ
し
御
道
な
れ
ば
、
此
大
綱
を
挙
て
云
ふ
時
は
、
人
倫
の
上
に
な
く
て
は
、

叶
は
ざ
る
物
は
悉
く
、
此
大
綱
の
中
に
孕
り
て
あ
る
こ
と
云
ふ
も
更
な
り
（『
大
道
本
論
』
二
九
丁
ウ
）

と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
惟
神
の
大
道
」
と
は
、
天
御
中
主
神
の
「
大
御
心
を
本
」
と
し
て
神
々
の
「
勤
め
行
ひ
給
へ
る
事

実
に
備
」
る
も
の
で
あ
り
、
と
り
わ
け
「
君
臣
の
大
道
」
が
道
の
中
心
と
な
る
「
大
綱
」
と
し
た
上
で
、「
人
倫
の
上
に
な
く
て
は
、
叶

は
ざ
る
物
は
悉
く
」、
こ
の
「
大
綱
」
の
中
に
存
在
す
る
と
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
常
世
長
胤
は
、教
説
の
中
心
に
天
御
中
主
神
と
天
照
大
神
を
位
置
づ
け
、「
天
」「
地
」「
夜
見
」、そ
れ
ぞ
れ
の
「
顕
政
」
を
、

そ
れ
ぞ
れ
の
「
幽
政
」
が
補
佐
す
る
と
い
う
世
界
観
を
前
提
と
し
た
上
で
、
特
に
「
魂
」
の
理
解
を
軸
と
し
て
「
八
神
殿
」
に
奉
斎
さ
れ

る
神
々
が
人
々
と
密
接
な
関
わ
り
を
有
し
て
い
る
と
説
く
。
さ
ら
に
「
惟
神
の
大
道
」
が
「
天
神
の
詔
命
」
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
り
、「
君
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臣
の
道
」
を
中
心
に
「
父
子
、
夫
婦
、
兄
弟
、
朋
友
等
」、
そ
れ
ぞ
れ
の
道
が
分
化
し
て
い
っ
た
と
解
釈
し
、

　
　

 
各
自
其
職
業
を
勉
励
み
、
怠
慢
こ
と
な
く
、
猶
予
こ
と
な
く
、
一
向
に
仕
奉
る
べ
き
も
の
に
な
む
あ
り
け
る
（『
大
道
本
論
』
四
九

丁
ウ
）

と
教
説
の
結
論
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。

　

た
だ
、
後
の
祭
神
論
争
を
念
頭
に
置
け
ば
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
「
死
後
の
安
心
」
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
ろ
う
。『
大
道
本
論
』

に
お
い
て
常
世
は
、

　
　

 

そ
も
〳
〵
生
死
の
本
は
、
最
も
尊
き
造
化
神
の
幽
に
量
り
定
め
給
ふ
所
な
る
が
、
中
よ
り
も
生
は
表
な
る
か
ら
に
、
天
地
初
発
の
時

よ
り
、
次
第
に
神
等
の
生
坐
し
の
み
な
り
、
然
る
に
死
は
裡
な
る
が
故
に
、
遙
後
に
皇
御
孫
命
を
、
天
下
の
大
君
と
定
て
、
天
降
し

給
ひ
て
、
天
地
の
往
来
を
断
ち
給
ふ
時
に
、
顕
国
の
人
種
の
、
一
度
は
必
ず
死
る
こ
と
を
、
常
と
定
め
給
へ
る
に
よ
り
て
、
死
り
給

ふ
こ
と
も
な
き
、
天
国
に
て
生
坐
し
ゝ
、
天
神
の
御
児
と
ま
す
、
皇
御
孫
命
す
ら
終
に
は
崩
御
し
給
へ
る
な
り
、
故
こ
こ
を
以
て
、

天
下
に
生
出
る
人
々
は
、
悉
く
是
に
従
ひ
て
死
る
こ
と
と
は
定
れ
り
（『
大
道
本
論
』
一
八
丁
オ
）

と
、人
の
死
が
「
最
も
尊
き
造
化
神
の
幽
に
量
り
定
め
給
ふ
所
」
で
あ
り
「
皇
御
孫
命
」
が
「
天
下
の
大
君
」
と
定
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ

て
「
顕
国
の
人
種
の
、
一
度
は
必
ず
死
る
こ
と
を
、
常
と
定
」
ま
っ
た
の
で
あ
る
と
論
じ
る
。
し
か
し
、
死
後
、
人
の
霊
魂
が
ど
う
な
る

の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
『
大
道
本
論
』
に
お
い
て
は
論
じ
ら
れ
て
お
ら
ず
、「
死
後
の
安
心
」
に
関
す
る
教
説
も
う
か
が
え
な
い
。
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た
だ
、
祭
神
論
争
後
の
明
治
一
六
年
一
月
に
刊
行
さ
れ
た
「
常
世
長
胤
の
神
学
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト）

35
（

」
と
評
価
さ
れ
る
『
宗
源
教
大
意）

36
（

』
で

は
、

　
　

 
神
の
御
国
の
神
の
御
裔
と
生
れ
出
た
る
人
種
は
、
常
に
大
倭
心
を
太
く
厳
め
し
く
鎮
め
堅
め
て
、
異
し
き
説
、
異
し
き
教
に
、
相
率

り
相
口
会
ふ
事
な
く
、
彼
の
悪
神
の
部
に
誘
は
る
ゝ
事
な
く
、
一
向
に
世
の
為
人
の
為
と
な
る
べ
き
善
事
を
行
ひ
尽
し
て
、
神
魂
の

位
を
高
く
昇
る
べ
く
進
め
置
き
、
年
老
時
至
り
て
、
死
し
後
の
神
魂
は
、
疾
く
家
の
霊
舎
に
鎮
め
、
世
に
霊
幸
ふ
神
等
の
部
に
従
ひ
、

皇
大
御
国
の
真
道
を
天
下
に
敷
き
播
ら
し
、
吾
が
子
孫
の
栄
を
助
け
守
り
つ
ゝ
、
其
子
孫
等
に
、
遠
く
長
く
斎
き
祭
ら
し
め
む
と
、

思
ひ
定
め
て
あ
る
を
こ
そ
、
倭
心
の
人
と
は
云
ふ
け
れ
（『
宗
源
教
大
意
』
一
六
ウ―

一
七
丁
オ
）

と
述
べ
、
人
が
懸
命
に
「
世
の
為
人
の
為
と
な
る
べ
き
善
事
を
行
」
っ
て
「
神
魂
の
位
」
を
高
く
す
る
べ
く
努
力
す
る
こ
と
に
よ
り
、
死

後
に
は
「
家
の
霊
舎
に
鎮
」
ま
っ
て
「
世
に
霊
幸
ふ
神
等
」
と
な
り
「
吾
が
子
孫
の
栄
を
助
け
守
」
る
と
い
う
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
う
し
た
教
説
は
、『
大
道
本
論
』
に
展
開
さ
れ
た
教
説
を
踏
ま
え
れ
ば
、幽
界
を
顕
界
の
補
佐
と
し
た
上
で
霊
魂
の
行
方
を
「
家

の
霊
舎
」
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
地
上
を
対
象
と
す
る
現
実
世
界
で
の
行
為
を
強
く
意
識
し
て
お
り
、
こ
れ
を
「
伊
勢
派
」
や
「
出
雲
派
」

の
教
説
と
比
較
し
て
み
れ
ば
、
彼
ら
が
教
説
上
重
視
し
て
い
た
「
死
後
の
安
心
」
を
め
ぐ
る
問
題
よ
り
も
、
現
実
世
界
を
重
視
し
た
教
説

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
常
世
の
教
説
は
、
神
宮
教
院
を
中
心
と
す
る
「
伊
勢
派
」
の
教
説
や
千
家
尊
福
等
「
出
雲
派
」
の

教
説
と
も
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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四
、
教
説
の
対
立
に
関
わ
る
古
典
解
釈
の
相
違

　

祭
神
論
争
は
、
国
学
的
知
識
を
基
盤
と
し
つ
つ
、「
伊
勢
派
」
と
「
出
雲
派
」
の
教
説
上
の
対
立
を
内
包
し
た
上
で
、
こ
れ
が
神
道
事

務
局
神
殿
に
「
奉
斎
」
す
べ
き
神
々
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
国
民
教
化
体
制
全
体
に
関
わ
る
議
論
と
な
っ
た
。
そ
う
し
た

中
で
も
、
造
化
三
神
と
天
照
大
神
以
外
に
大
国
主
神
を
事
務
局
神
殿
に
奉
斎
す
べ
き
か
が
「
伊
勢
派
」
と
「
出
雲
派
」
と
い
っ
た
形
で
問

題
化
し
た
が
、「
伊
勢
派
」
と
「
出
雲
派
」
の
教
説
を
前
提
と
し
た
時
、
そ
こ
で
問
題
と
な
っ
た
の
は
大
国
主
神
を
幽
界
の
主
宰
神
と
し

て
生
前
死
後
「
依
頼
」
す
べ
き
神
で
あ
る
か
否
か
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
注
意
さ
れ
る
の
は
、
す
で
に
第
二
節
で
触
れ
た
千
家

尊
福
等
「
出
雲
派
」
が
、
明
治
一
〇
年
の
段
階
で
「
浦
田
長
民
著
『
大
道
本
義
』
批
判
」
を
著
し
、『
大
道
本
義
』
に
展
開
さ
れ
た
天
照

大
神
や
大
国
主
神
の
理
解
や
役
割
に
つ
い
て
批
判
を
展
開
し
た
上
で
、「
何
ぞ
神
典
を
読
む
の
疎
な
る
」
と
指
摘
す
る
な
ど
、『
大
道
本
義
』

の
論
が
古
典
に
明
確
な
根
拠
を
見
出
せ
な
い
点
を
問
題
視
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
「
伊
勢
派
」
と
「
出
雲
派
」
の
対
立
に
は
、

教
説
上
の
対
立
に
関
わ
っ
て
学
問
的
な
古
典
解
釈
の
相
違
が
存
在
し
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
な
理
解
を
前
提
と
し
て
、
次
に
教
説
に
お
け
る
論
拠
と
そ
の
批
判
を
確
認
し
て
み
た
い
。
ま
ず
「
伊
勢
派
」
の
理
解
に
つ
い

て
は
、
第
一
節
で
触
れ
た
よ
う
に
『
大
道
本
義
』
で
、
素
戔
嗚
尊
を
「
負
譴
者
」
と
解
釈
し
て
、
そ
の
子
で
あ
る
大
国
主
神
が
「
下
土
之

真
主
」
た
り
得
な
い
と
指
摘
し
、
そ
の
た
め
に
「
天
孫
降
臨
」
が
行
わ
れ
た
と
解
釈
し
た
上
で
、「
出
雲
派
」
が
重
視
す
る
大
国
主
神
の

役
割
を
幽
界
か
ら
天
皇
の
治
世
を
護
り
助
け
、
人
々
の
行
い
を
記
録
し
て
造
化
三
神
と
天
照
大
神
に
報
告
し
、
高
天
原
や
根
底
国
に
霊
魂

を
送
る
こ
と
等
と
し
、
大
国
主
神
の
働
き
を
限
定
的
に
解
釈
し
て
い
た
。

　

一
方
、
千
家
尊
福
等
「
出
雲
派
」
は
、
祭
神
論
争
も
佳
境
に
入
っ
た
明
治
一
三
年
一
二
月
に
千
家
が
教
信
徒
に
対
し
て
示
し
た
「
祭
神

論
争
に
お
け
る
出
雲
派
の
大
国
主
神
表
名
合
祀
論
主
張
の
集
大
成）

37
（

」
と
さ
れ
る
「
教
信
徒
へ
の
示
諭
書）

38
（

」
で
、
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某
教
会
（
神
宮
教
会
）
ノ
主
説
ハ
、
天
照
大
御
神
ハ
天
地
ノ
主
宰
ニ
シ
テ
、
生
死
信
頼
ス
ベ
キ
ハ
唯
此
神
ニ
ア
リ
、
自
余
ノ
神
ハ
依

頼
ス
ル
ニ
不
レ
及
。
然
ル
ヲ　

大
国
主
神
ヲ
以
テ
幽
冥
ノ
主
宰
ト
思
ヒ
、
霊
魂
ノ
救
済
ヲ
願
フ
ガ
如
キ
ハ
、
妄
迷
ノ
甚
シ
キ
ナ
リ
ト

論
ズ
ト
云
ヘ
リ
。

と
神
宮
教
会
の
天
照
大
神
が
「
天
地
ノ
主
宰
」
に
し
て
「
生
死
信
頼
ス
ベ
キ
」
神
と
す
る
教
説
を
批
判
し
、

　
　

 

大
国
主
大
神
ハ
如
何
ノ
所
ニ
在
テ
如
何
ノ
事
ヲ
主
宰
ス
ル
ノ
神
ナ
リ
ヤ
。
苟
モ
神
典
ヲ
一
読
セ
ル
者
ニ
シ
テ
、
誰
カ　

大
国
主
神
ノ

大
地
ヲ
経
営
シ
、
而
シ
テ
幽
事
ヲ
主
宰
シ
玉
フ
コ
ト
ヲ
弁
知
セ
ザ
ル
者
ア
ラ
ン
。

と
述
べ
て
、
大
国
主
神
が
「
大
地
ヲ
経
営
」
し
「
幽
事
ヲ
主
宰
」
す
る
存
在
で
あ
る
こ
と
が
「
神
典
ヲ
一
読
セ
ル
者
」
に
と
っ
て
簡
単
に

理
解
で
き
る
こ
と
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
こ
う
し
た
千
家
の
理
解
の
根
拠
は
、『
日
本
書
紀
』
に
記
さ
れ
た
次
の
二
つ
の
伝
承
に
よ
っ
て

い
る
。
一
つ
は
、
天
孫
降
臨
章
第
二
の
一
書
に
記
さ
れ
た
「
汝
所
治
顕
露
之
事
、
宜
是
吾
孫
治
之
。
汝
則
可
以
治
神
事
」
で
あ
り
、
も
う

一
つ
は
、
垂
仁
天
皇
二
五
年
の
条
に
出
て
く
る
大
国
主
神
の
荒
魂
た
る
「
倭
大
神
」
の
神
託
に
「
大
初
之
時
期
曰
、
天
照
大
神
悉
治
高
天

原
。
皇
御
孫
尊
専
治
葦
原
中
国
之
八
十
魂
神
、我
親
治
大
地
官
」
と
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
前
者
は
大
国
主
神
が
「
神
事
」
を
治
め
る
こ
と
、

後
者
は
「
倭
大
神
」
が
「
大
地
官
」
を
治
め
る
こ
と
と
な
っ
た
経
緯
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
前
提
と
し
て
千
家
は
、

　
　

 

果
シ
テ
然
ラ
バ
我
人
ハ
其
経
営
統
治
シ
玉
フ
大
地
ニ
生
息
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
筋
骨
毛
髪
血
肉
等
一
切
地
気
ヲ
以
テ
成
ラ
ザ
ル
無
ク
、

04武田幸也氏.indd   8804武田幸也氏.indd   88 2015/02/20   19:06:532015/02/20   19:06:53
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之
ヲ
養
フ
モ
亦
地
気
ニ
因
テ
生
ズ
ル
物
ニ
ア
ラ
ザ
ル
無
ク
、
死
後
、
又
、
身
体
ノ
斯
土
ニ
化
ス
ル
等
ヲ
以
テ
、
地
気
ハ
我
身
ヲ
成
ス

ノ
本
ナ
ル
ハ
明
カ
ナ
リ
。
況
ヤ
霊
魂
ハ
其
恩
徳
ニ
因
テ
救
済
セ
ラ
ル
ヽ
者
ナ
レ
バ
、
此
土
ニ
生
息
ス
ル
者
ニ
シ
テ　

大
国
主
大
神
ヲ

信
奉
崇
敬
ス
ベ
キ
ハ
、
猶
国
民
ノ　

皇
上
ヲ
奉
戴
ス
ル
ト
異
ナ
ル
ノ
理
ア
ラ
ン
ヤ
。

と
し
、
人
が
地
上
に
存
在
す
る
「
筋
骨
毛
髪
血
肉
等
」
が
大
国
主
神
の
治
め
る
「
地
気
」
に
よ
っ
て
生
成
し
て
い
る
と
し
、
死
後
の
霊
魂

は
大
国
主
神
の
「
恩
徳
」
に
よ
っ
て
「
救
済
」
さ
れ
る
と
説
き
、「
皇
上
ヲ
奉
戴
ス
ル
」
こ
と
を
大
国
主
神
へ
の
敬
神
と
同
一
視
す
る
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
千
家
は
、
大
国
主
神
が
「
神
事
」
を
治
め
る
と
と
も
に
「
大
地
官
」
と
し
て
地
上
を
治
め
て
い
る
と
解
釈
し
、「
皇

上
ノ
奉
戴
」
と
大
国
主
神
へ
の
敬
神
を
同
一
の
も
の
と
位
置
づ
け
た
上
で
、
大
国
主
神
に
「
生
死
信
頼
」
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
死
後
の

安
心
」
が
得
ら
れ
る
と
解
釈
す
る
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
千
家
の
意
見
に
対
し
て
「
伊
勢
派
」
の
領
袖
た
る
田
中
頼
庸
は
、
明
治
一
三
年
四
月
に
「
大
国
主
神
ハ
、
国
土
経
営
ノ
功
徳
ア
リ

テ
幽
冥
ノ
主
宰
ト
坐
セ
ハ
、
大
体
上
ヲ
以
テ
表
名
合
祀
ス
ル
ハ
神
典
ニ
確
証
ア
リ
、
余
、
固
ヨ
リ
同
意
賛
成
ス
ト
雖
ト
モ
、
若
シ
大
地
官

ト
云
フ
論
ニ
及
フ
ト
キ
ハ
、
恐
ラ
ク
ハ
多
少
ノ
紛
議
ヲ
生
セ
ン
」
と
い
う
意
見
を
有
し
て
お
り
、
合
祀
論
の
可
否
を
久
邇
宮
朝
彦
親
王
・

鴻
雪
爪
・
平
山
省
斎
・
六
条
有
容
・
平
田
鐡
胤
・
本
居
豊
頴
・
折
田
年
秀
・
権
田
直
助
・
近
藤
芳
介
・
角
田
忠
行
・
渡
辺
玄
包
・
遠
藤
信

道
・
田
中
尚
房
・
常
世
長
胤
・
久
保
季
玆
の
一
五
名
に
対
し
て
諮
問
し
た）

39
（

。
こ
の
よ
う
に
千
家
と
田
中
の
間
で
は
大
国
主
神
を
「
大
地
官
」

と
し
て
み
な
す
か
が
問
題
と
な
っ
た
が
、
そ
の
後
に
田
中
が
開
陳
し
た
「
大
教
正
千
家
尊
福
ニ
答
テ
本
局
神
殿
ヘ
大
国
主
神
表
名
合
祀
ノ

議
ヲ
弁
明
ス
ル
書）

40
（

」
で
は
、
造
化
三
神
の
重
要
性
を
説
い
た
上
で
、
大
国
主
神
に
つ
い
て
は
言
及
せ
ず
、「
本
局
神
殿
ノ
如
キ
ハ
、
今
日

ノ
体
裁
ヲ
決
シ
テ
動
カ
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ヲ
確
信
ス
ル
ナ
リ
」
と
述
べ
て
お
り
、
大
国
主
神
の
神
徳
を
め
ぐ
っ
て
噛
み
合
っ
た
議
論
へ
と
展

開
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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そ
う
し
た
中
で
千
家
尊
福
等
「
出
雲
派
」
の
理
解
に
対
し
て
明
確
な
反
論
を
行
っ
た
人
物
が
常
世
長
胤
で
あ
る
。
常
世
が
「
出
雲
派
」

に
対
す
る
批
判
的
見
解
を
明
確
に
主
張
し
た
の
は
、
先
に
触
れ
た
一
三
年
四
月
に
田
中
が
合
祀
論
に
つ
い
て
一
五
名
に
対
し
て
可
否
を
諮

問
し
た
と
き
で
あ
る
。
こ
こ
で
常
世
は
、「
大
国
主
神
ヲ
以
テ
地
球
幽
政
ノ
大
主
宰
ト
シ
テ
大
地
官
ヲ
知
食
ス
神
ナ
レ
ハ
、
天
下
ニ
所
在

人
民
死
後
ノ
霊
魂
ニ
至
迄
、
幽
冥
ニ
係
ル
事
ハ
、
悉
ク
此
神
ノ
御
治
ニ
従
フ
」
と
す
る
理
解
を
「
一
家
ノ
考
ニ
出
タ
ル
所
ノ
私
言
ナ
レ
ハ
、

未
古
典
ニ
明
証
」
が
な
い
と
批
判
し
た
上
で
、「
大
地
官
ヲ
総
領
ス
ル
ト
云
モ
、
荒
魂
倭
大
国
魂
神
ノ
神
徳
ナ
リ
、
又
、
八
十
万
神
ヲ
率

テ
皇
御
孫
命
ヲ
守
奉
ル
ト
云
フ
モ
、
和
魂
大
物
主
神
ノ
神
徳
」
と
指
摘
し
て
、「
大
国
主
神
全
体
ノ
御
所
為
ニ
非
ス
」
と
解
釈
す
る
の
で

あ
る）

41
（

。

　

こ
う
し
た
理
解
は
、
一
四
年
四
月
に
出
版
さ
れ
た
『
小
汀
之
論）

42
（

』
で
大
国
主
神
・
大
物
主
神
・
大
国
魂
神
の
理
解
を
軸
と
し
て
詳
細
に

主
張
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。『
小
汀
之
論
』
で
は
、『
日
本
書
紀
』
神
代
巻
天
孫
降
臨
章
第
二
の
一
書
に
お
け
る
「
則
可
以
治
神
事
」
を
『
旧

事
本
紀
』
の
記
述
を
基
に
し
て
「
汝
則
可
以
治
幽
神
之
事
」
と
改
め
た
上
で
、
大
国
主
神
の
掌
る
「
幽
神
之
事
」
を
「
天
上
の
日
隅
宮
に

到
り
坐
し
て
、
幽
世
に
在
り
な
が
ら
、
幽
世
の
神
等
を
斎
き
祀
る
」
こ
と
に
あ
る
と
す
る）

43
（

。
そ
し
て
大
物
主
神
に
つ
い
て
も
天
孫
降
臨
章

第
二
の
一
書
の
「
宜
下
領
二
八
十
万
神
一
、
永
為
二
皇
孫
一
奉
上
レ
護
」
と
い
う
記
述
を
、
大
物
主
神
が
「
八
十
万
神
等
」
を
「
主
宰
し

て
、
無
窮
に
皇
孫
命
を
守
奉
れ
と
い
ふ
詔
命
な
り
」
と
理
解
し
て
、
大
物
主
神
を
天
皇
の
守
護
神
と
位
置
づ
け
る）

44
（

。
さ
ら
に
大
国
魂
神
に

つ
い
て
は
、「
大
地
主
神
」
と
解
釈
し
て
、
そ
の
役
割
を
「
大
八
嶋
の
国
々
嶋
々
に
、
在
り
と
あ
ら
ゆ
る
、
国
魂
神
則
地
主
神
を
、
悉
く

主
宰
し
給
ふ
」
こ
と
に
あ
る
と
す
る）

45
（

。
こ
の
よ
う
な
神
々
の
理
解
は
、「
其
始
は
、彼
大
己
貴
命
よ
り
別
れ
給
へ
る
」
神
で
あ
っ
て
も
、「
其

御
所
為
に
至
り
て
は
、
却
て
全
体
の
か
た
よ
り
は
遙
に
勝
」
る
と
い
う
解
釈
に
よ
っ
て
い
る）

46
（

。

　

こ
の
常
世
の
解
釈
は
、
前
節
に
お
い
て
も
確
認
し
た
よ
う
に
常
世
の
教
説
が
「
死
後
の
安
心
」
を
め
ぐ
る
問
題
へ
の
関
心
が
弱
く
大
国

主
神
を
そ
れ
ほ
ど
重
視
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
と
、教
説
面
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
国
土
を
「
主
宰
」
す
る
「
国
魂
神
」
を
重
視
し
つ
つ
、
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「
国
魂
神
」
と
「
大
国
主
大
神
の
荒
魂
と
ま
す
、
大
国
魂
神
」、「
其
国
を
修
理
固
め
給
へ
る
神
」
を
弁
別
し
な
が
ら
、「
国
霊
神
社
」
に
祭

ら
れ
る
神
々
の
「
御
所
為
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
顕
界
と
幽
界
に
限
定
す
る
神
理
解
や
世
界
観
を
基
盤
と
し
て
い
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
よ
う
。

こ
う
し
た
古
典
解
釈
か
ら
は
、
常
世
が
自
身
の
教
説
や
信
仰
を
前
提
と
し
な
が
ら
古
典
を
解
釈
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
い
知
ら
れ
、
必

ず
し
も
厳
密
な
古
典
解
釈
の
上
に
形
成
さ
れ
た
反
論
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
「
伊
勢
派
」
と
「
出
雲
派
」
は
、
互
い
の
教
説
を
批
判
す
る
に
お
い
て
、
両
者
と
も
に
古
典
に
根
拠
が
無
い
こ
と
を
軸

と
し
て
批
判
が
行
わ
れ
、
田
中
頼
庸
と
千
家
尊
福
の
間
で
は
大
国
主
神
を
「
大
地
官
」
を
掌
る
と
み
な
す
か
が
問
題
と
な
っ
た
も
の
の
、

そ
の
議
論
は
深
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
「
出
雲
派
」
に
対
す
る
常
世
の
議
論
か
ら
は
、
教
説
上
の
結
論
が
や
や
先
行
し
た

形
で
古
典
解
釈
へ
の
批
判
が
展
開
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
う
か
が
い
知
れ
る
よ
う
に
祭
神
論
争
に
お
け
る
古
典
解
釈
の
相
違

は
、
学
問
的
な
対
立
だ
け
で
は
な
く
「
伊
勢
派
」「
出
雲
派
」
と
い
っ
た
教
化
体
制
や
神
道
人
・
国
学
者
そ
れ
ぞ
れ
の
教
説
理
解
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
も
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
祭
神
論
争
は
、「
伊
勢
派
」
と
「
出
雲
派
」
の
背
景
と
な
っ
た
互
い
の
教
化
体
制
の
構
築
と
関
連
し
つ
つ
、

天
照
大
神
と
大
国
主
神
を
二
つ
の
極
と
し
て
展
開
さ
れ
た
教
説
の
対
立
を
有
し
て
い
た
。
こ
こ
で
「
伊
勢
派
」
は
、
教
説
の
中
心
に
造
化

三
神
と
天
照
大
神
を
据
え
た
上
で
、
死
後
の
賞
罰
を
軸
に
善
行
を
勧
め
る
教
説
を
天
照
大
神
に
焦
点
を
当
て
て
展
開
す
る
。
一
方
で
「
出

雲
派
」
は
、
ひ
た
す
ら
大
国
主
神
を
信
仰
し
生
死
を
「
依
頼
」
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
「
恩
頼
」
に
よ
っ
て
「
天
神
の
寵
栄
」
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
教
説
を
展
開
し
て
い
く
。
こ
う
し
た
教
説
上
の
対
立
点
を
突
き
詰
め
れ
ば
、「
死
後
の
安
心
」を
得
る
た
め
に
は
、
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天
照
大
神
と
大
国
主
神
の
ど
ち
ら
を
「
生
死
依
頼
」
す
る
神
と
し
て
信
仰
す
る
の
か
と
い
う
点
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
教
説
面
の
傾

斜
は
、
近
世
「
国
学
」
が
教
導
職
制
度
を
通
し
て
構
築
さ
れ
た
神
宮
や
出
雲
大
社
を
中
心
と
す
る
教
化
体
制
と
結
び
つ
き
、
こ
れ
を
基
盤

と
し
て
構
築
さ
れ
た
教
説
が
、キ
リ
ス
ト
教
対
策
を
目
的
と
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
宗
教
化
し
て
い
っ
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
教
化
体
制
と
教
説
の
展
開
が
、
神
道
教
導
職
に
と
っ
て
の
国
民
教
化
運
動
の
中
核
で
あ
っ
た
神
道
事
務
局
の
「
根
本
」
た
る

神
殿
の
祭
神
を
め
ぐ
る
対
立
へ
と
発
展
し
た
こ
と
に
よ
り
、
国
民
教
化
体
制
の
在
り
方
を
め
ぐ
っ
て
祭
神
論
争
と
い
う
形
で
問
題
化
し
た

の
で
あ
る
。

　

他
方
で
、
常
世
長
胤
は
、「
伊
勢
派
」「
出
雲
派
」
と
も
異
な
る
「
死
後
の
安
心
」
よ
り
も
地
上
を
対
象
と
す
る
現
実
世
界
で
の
行
為
を

重
視
す
る
教
説
を
展
開
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
「
伊
勢
派
」
や
「
出
雲
派
」、
あ
る
い
は
常
世
長
胤
の
神
道
教
説
か
ら
う
か
が
い
知
れ

る
よ
う
に
、
祭
神
論
争
に
お
け
る
対
立
は
、「
伊
勢
派
」
と
「
出
雲
派
」
の
二
項
対
立
で
割
り
切
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

が
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
祭
神
論
争
に
お
け
る
古
典
解
釈
の
相
違
に
つ
い
て
は
、「
伊
勢
派
」・「
出
雲
派
」・
常
世
長
胤
の
間
で
、
大
国
主
神

の
神
徳
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
が
存
在
し
た
が
、
本
稿
で
検
討
し
た
い
ず
れ
の
立
場
で
あ
っ
て
も
学

問
的
な
解
釈
よ
り
も
教
説
上
の
解
釈
が
先
行
し
て
お
り
、
教
化
体
制
や
教
説
上
の
対
立
が
古
典
解
釈
の
相
違
と
い
う
形
で
も
問
題
化
し
て

い
た
こ
と
が
う
か
が
い
知
れ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
祭
神
論
争
に
お
け
る
対
立
は
、
神
道
事
務
局
神
殿
の
祭
神
を
め
ぐ
る
教
化
体
制
に
関
わ
る
対
立
だ
け
で
は
な
く
、
教
説

上
の
対
立
や
、
古
典
解
釈
の
対
立
等
も
含
む
も
の
で
あ
り
、
個
々
の
神
道
人
や
国
学
者
の
立
場
・
思
想
を
含
ん
だ
、
複
雑
な
構
図
を
持
つ

も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
「
伊
勢
派
」
や
「
出
雲
派
」
等
の
教
化
体
制
や
神
道
教
説
の
対
立
を
背
景
と
す

る
祭
神
論
争
は
、
結
果
と
し
て
宮
中
三
殿
を
遙
拝
す
る
と
い
う
勅
裁
に
よ
る
決
着）

47
（

を
迎
え
、
神
官
教
導
職
分
離
と
い
う
転
換
点
へ
と
至
る

こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
神
官
教
導
職
分
離
に
よ
っ
て
、「
祭
祀
（
神
社
神
道
）」
と
「
宗
教
（
教
派
神
道
）」、
さ
ら
に
は
「
国
学
」
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の
三
者
が
分
離
（「
祭
教
学
」
の
分
離）

48
（

）
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、明
治
初
年
か
ら
展
開
さ
れ
て
き
た
神
道
・
国
学
は
、大
教
宣
布
運
動
に
よ
っ

て
構
築
さ
れ
た
教
化
体
制
と
国
学
を
基
盤
と
し
た
「
宗
教
」
的
な
教
説
が
後
の
「
教
派
神
道
」
へ
と
展
開
す
る
こ
と
と
な
り
、
他
方
で
祭

神
論
争
の
反
省
に
立
っ
て
「
宗
教
」
性
を
制
限
さ
れ
た
「
神
社
神
道
」
と
近
代
学
術
へ
と
連
な
る
「
国
学
」
が
形
成
さ
れ
て
い
く
こ
と
と

な
る
の
で
あ
る）

49
（

。

註

（
1
）
神
官
教
導
職
分
離
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
、
西
田
長
男
「
国
家
神
道
の
成
立―

祭
神
論
を
通
路
と
し
て―

」（『
日
本
宗
教
思
想

史
の
研
究
』
所
収
、
理
想
社
、
昭
和
三
一
年
）、
中
島
三
千
男
「
大
教
宣
布
運
動
と
祭
神
論
争―

国
家
神
道
体
制
の
確
立
と
近
代
天
皇

制
国
家
の
支
配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー―

」（『
日
本
史
研
究
』
一
二
六
号
、
一
九
七
二
年
）、
藤
井
貞
文
「
出
雲
大
社
教
成
立
の
過
程―

神
官
・

教
導
職
分
離
を
中
心
と
し
て―

」（
神
道
学
会
『
出
雲
学
論
攷
』
所
収
、
出
雲
大
社
、
昭
和
五
二
年
）、
阪
本
健
一
『
明
治
神
道
史
の
研

究
』（
国
書
刊
行
会
、
昭
和
五
八
年
）、
佐
々
木
聖
使
「
山
田
顕
義
と
祭
神
論
争
」、「
神
道
非
宗
教
よ
り
神
社
非
宗
教
へ―

神
官
・
教
導

職
の
分
離
を
め
ぐ
っ
て―

」（『
日
本
大
学
精
神
文
化
研
究
所
紀
要
・
教
育
制
度
研
究
所
紀
要
』
第
一
五
・
一
六
集
、昭
和
五
九
・
六
〇
年
）、

阪
本
是
丸
『
国
家
神
道
形
成
過
程
の
研
究
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
）、
秋
元
行
人
『
国
家
神
道
の
部
局
の
誕
生―

神
官
・
教
導
職

分
離
か
ら
神
社
局
独
立
へ―

』（
石
川
書
房
、
平
成
一
八
年
）、
齊
藤
智
朗
「
帝
国
憲
法
制
定
期
に
お
け
る
祭
教
分
離
論
」（
阪
本
是
丸

編
『
国
家
神
道
再
考―

祭
政
一
致
国
家
の
形
成
と
展
開―

』
所
収
、
弘
文
堂
、
平
成
一
八
年
）、
藤
田
大
誠
『
近
代
国
学
の
研
究
』（
弘

文
堂
、
平
成
一
九
年
）
等
の
研
究
が
あ
る
。

（
2
）
藤
井
貞
文
『
明
治
国
学
発
生
史
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
五
二
年
）、
西
川
順
土
「
明
治
初
年
の
神
道―

キ
リ
ス
ト
教
と
の
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関
係
に
つ
い
て―

」「
神
社
と
神
道―

祭
神
論
を
中
心
と
し
て―

」（
と
も
に
『
記
紀
・
神
道
論
攷
』
所
収
、
皇
學
館
大
学
出
版
部
、
平

成
二
一
年
）、
原
武
史
『〈
出
雲
〉
と
い
う
思
想―

近
代
日
本
の
抹
殺
さ
れ
た
神
々―

』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
〇
一
年
）、
前
掲
藤

田
『
近
代
国
学
の
研
究
』。

（
3
）
戸
浪
裕
之
『
明
治
初
期
の
教
化
と
神
道
』（
弘
文
堂
、
平
成
二
五
年
）
一
三
四
頁
。

（
4
）
前
掲
藤
井
『
明
治
国
学
発
生
史
の
研
究
』
一
頁
。

（
5
）
前
掲
中
島
「
大
教
宣
布
運
動
と
祭
神
論
争
」
五
七
頁
。

（
6
）
以
上
の
神
宮
と
神
道
事
務
局
に
関
す
る
記
述
は
、
神
崎
一
作
『
神
道
六
十
年
史
要
』（
宣
揚
社
、
昭
和
九
年
）、
岡
田
米
夫
編
『
東

京
大
神
宮
沿
革
史
』（
東
京
大
神
宮
、
昭
和
三
五
年
）、
河
野
省
三
『
宮
川
随
筆
』（
神
宮
文
庫
、
昭
和
三
七
年
）、
阪
本
健
一
「
明
治
初

期
に
お
け
る
神
宮
の
教
化
活
動
」、「
神
宮
の
御
改
革
と
大
教
宣
布
運
動
」（
と
も
に
『
明
治
神
道
史
の
研
究
』
所
収
、
国
書
刊
行
会
、

昭
和
五
八
年
）、
久
保
田
収
「
神
宮
教
院
と
神
宮
奉
斎
会
」（『
明
治
維
新
神
道
百
年
史
』
第
四
巻
所
収
、
神
道
文
化
会
、
昭
和
四
三
年
）、

岡
田
米
夫
「
大
神
宮
崇
敬
の
地
方
的
発
展
」（『
神
宮
・
明
治
百
年
史
』
下
巻
所
収
、
神
宮
司
庁
、
昭
和
四
五
年
）、
三
木
正
太
郎
「―

浦
田
長
民
を
中
心
と
す
る―

神
宮
祠
官
の
活
動
」（『
明
治
維
新
神
道
百
年
史
』
第
五
巻
所
収
、
神
道
文
化
会
、
昭
和
四
三
年
）、
西
川

順
土
『
近
代
の
神
宮
』（
神
宮
文
庫
、
昭
和
六
三
年
）、
前
掲
藤
田
『
近
代
国
学
の
研
究
』、
前
掲
戸
浪
『
明
治
初
期
の
教
化
と
神
道
』

等
に
よ
っ
て
い
る
。

（
7
）
神
宮
教
院
に
お
け
る
神
道
教
説
の
よ
り
詳
細
な
展
開
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
神
宮
教
院
の
神
道
教
説
史―

教
説
書
を
通
し
て―

」（『
神

道
宗
教
』
二
三
五
号
、
平
成
二
六
年
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
8
）
國
學
院
大
學
河
野
省
三
博
士
記
念
文
庫
所
蔵
（
以
下
河
野
文
庫
と
略
す
）、
近
衛
忠
房
『
神
教
綱
領
』（
明
治
六
年
七
月
、
目
録
番

号
三
〇
六
五
）。
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祭神論争における「伊勢」と「出雲」95

（
9
）
河
野
文
庫
所
蔵
、山
口
起
業
『
神
宮
教
院
人
身
三
要
論
』（
明
治
八
年
六
月
、目
録
番
号
三
〇
七
六
）。
尚
、山
口
起
業
に
つ
い
て
は
、

中
西
正
幸
『
伊
勢
の
宮
人
』（
国
書
刊
行
会
、
平
成
一
〇
年
）
を
参
照
。

（
10
）『
人
身
三
要
論
』
前
編
二
丁
オ
。

（
11
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
「
神
宮
教
院
の
神
道
教
説
史
」
を
参
照
の
こ
と
。

（
12
）
神
宮
教
院
の
教
説
展
開
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
前
掲
西
川
「
明
治
初
年
の
神
道
」、
前
掲
拙
稿
「
神
宮
教
院
の
神

道
教
説
史
」
等
を
参
照
の
こ
と
。
ま
た
西
川
順
土
は
、「
教
会
講
社
の
最
初
の
建
前
と
し
て
は
講
員
信
徒
の
葬
祭
に
は
干
渉
し
な
か
っ

た
の
で
あ
る
が
」、
明
治
七
年
頃
か
ら
「
漸
次
こ
れ
に
干
渉
す
る
態
度
に
出
て
い
」
く
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
前
掲
西
川
『
近
代
の

神
宮
』
二
五
四
頁
。

（
13
）
河
野
文
庫
所
蔵
浦
田
長
民
『
大
道
本
義
』（
明
治
一
〇
年
一
月
、
目
録
番
号
三
〇
七
七
）。
尚
、
浦
田
長
民
に
つ
い
て
は
、
前
掲
三

木
「
神
宮
祠
官
の
活
動
」
に
詳
し
い
。

（
14
）『
大
道
本
義
』
下
巻
五
二
丁
ウ
。

（
15
）
前
掲
同
、
五
三
丁
ウ―

五
四
丁
オ
。

（
16
）
前
掲
同
、
五
一
丁
ウ
。

（
17
）
前
掲
同
、
上
巻
一
五
丁
ウ
。

（
18
）
前
掲
同
、
下
巻
五
丁
オ―

ウ
。

（
19
）
千
家
尊
福
の
伝
記
的
研
究
に
つ
い
て
は
、
出
雲
大
社
教
教
学
文
化
研
究
室
『
千
家
尊
福
公
』（
出
雲
大
社
教
務
本
庁
、
平
成
六
年
）

を
参
照
。

（
20
）
な
お
、
千
家
は
大
教
院
の
祭
神
に
大
国
主
神
を
合
祀
す
る
こ
と
を
提
議
し
て
い
る
。
ま
た
、
仮
中
教
院
は
、
明
治
八
年
三
月
に
松
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江
に
設
置
さ
れ
た
中
教
院
に
移
転
し
て
い
る
が
、
こ
の
中
教
院
で
は
大
国
主
神
は
合
祀
さ
れ
な
か
っ
た
。
齊
藤
智
朗
「
近
代
の
出
雲
大

社
と
大
社
地
域
の
諸
宗
教
」（
大
社
町
史
編
集
委
員
会
『
大
社
町
史
』
中
巻
所
収
、
出
雲
市
、
平
成
二
〇
年
）
六
六
〇―

六
六
一
頁
。

（
21
）
前
掲
『
千
家
尊
福
公
』、
前
掲
「
近
代
の
出
雲
大
社
と
大
社
地
域
の
諸
宗
教
」
を
参
照
。

（
22
）
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
、『
社
寺
取
調
類
纂
』
一
八
五
、「
出
雲
大
社
大
少
宮
司
ヨ
リ
教
会
取
結
之
義
ニ
付
伺
指
令
按
」
に
よ
る
。
尚
、

こ
の
「
出
雲
教
会
仮
条
例
」
は
明
治
七
年
に
改
正
さ
れ
、

　
　

 

大
国
主
大
神
ハ
上
古
邪
神
ヲ
掃
蕩
シ
乱
暴
ヲ
撥
平
シ
大
ニ
国
土
ヲ
経
営
シ
テ
人
民
生
養
繁
育
ノ
道
ヲ
開
キ
給
ヒ
国
土
ヲ
皇
孫
命
ニ
奉

ル
ノ
後
更
ニ
幽
事
ノ
大
主
宰
ト
ナ
リ
テ
永
ク
出
雲
大
社
ニ
鎮
リ
坐
シ
朝
廷
天
下
ヲ
護
シ
給
ヘ
ハ
万
民
生
前
死
後
大
神
ノ
恩
頼
ニ
洩
ル

ナ
キ
ヲ
仰
キ
毎
朝
敬
祀
拝
礼
ス
ヘ
シ

　

と
の
文
言
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。『
社
寺
取
調
類
纂
』
一
八
四
「
出
雲
大
社
大
少
宮
司
ヨ
リ
教
会
誓
約
改
正
願
之
件
指
令
按
」
を
参

照
の
こ
と
。

（
23
）
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
、
千
家
尊
福
『
教
会
撮
要
』（
明
治
一
〇
年
三
月
）。

（
24
）
前
掲
同
、
八
丁
オ
。

（
25
）
佐
々
木
幸
見
「
浦
田
長
民
著
『
大
道
本
義
』
批
判
」（『
開
知
新
聞
』
第
一
三
一
号
、
明
治
一
〇
年
八
月
二
七
日
付
）。
安
丸
良
夫
・

宮
地
正
人
校
注
、
日
本
近
代
思
想
大
系
五
『
宗
教
と
国
家
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
年
）
五
五―

五
七
頁
。

（
26
）
前
掲
藤
井
『
明
治
国
学
発
生
史
の
研
究
』。

（
27
）
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
、
千
家
尊
福
『
大
道
要
義
』（
明
治
一
四
年
一
〇
月
）。

（
28
）
前
掲
同
、
八
丁
ウ―

九
丁
オ
。

（
29
）
前
掲
同
、
四
二
丁
オ
。
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祭神論争における「伊勢」と「出雲」97

（
30
）
常
世
の
履
歴
に
つ
い
て
は
、
藤
田
大
誠
「
國
學
院
大
學
の
学
術
資
産
と
し
て
の
大
教
宣
布
関
係
資
料
の
一
面
」（『
史
料
か
ら
見
た

神
道
』
所
収
、
弘
文
堂
、
平
成
二
一
年
）
を
参
照
。

（
31
）
前
掲
『
宗
教
と
国
家
』
三
九
五―

三
九
六
頁
。

（
32
）
河
野
文
庫
所
蔵
、
常
世
長
胤
『
大
道
本
論
』（
明
治
七
年
、
目
録
番
号
二
八
五
四
）。

（
33
）
前
掲
同
、
三
六
丁
ウ―

三
九
丁
ウ
。

（
34
）
前
掲
同
、
四
一
丁
オ
。

（
35
）
前
掲
藤
田
「
國
學
院
大
學
の
学
術
資
産
と
し
て
の
大
教
宣
布
関
係
資
料
の
一
面
」
二
七
一
頁
。

（
36
）
河
野
文
庫
所
蔵
、
常
世
長
胤
『
宗
源
教
大
意
』（
明
治
一
六
年
一
月
、
目
録
番
号
二
八
五
六
）。

（
37
）
前
掲
『
宗
教
と
国
家
』
五
七
頁
。

（
38
）
千
家
尊
福
「
教
信
徒
へ
の
示
諭
書
」（
明
治
一
三
年
一
二
月
）。
前
掲
藤
井
『
明
治
国
学
発
生
史
の
研
究
』
四
六
三
頁
。

（
39
）
前
掲
藤
井
『
明
治
国
学
発
生
史
の
研
究
』、
五
五―

七
三
頁
。

（
40
）
田
中
頼
庸
「
大
教
正
千
家
尊
福
ニ
答
テ
本
局
神
殿
ヘ
大
国
主
神
表
名
合
祀
ノ
議
ヲ
弁
明
ス
ル
書
」（
明
治
一
三
年
六
月
）。
前
掲
同
、

一
〇
〇―

一
〇
一
頁
。

（
41
）
前
掲
同
、
六
四―

六
五
頁
。

（
42
）
河
野
文
庫
所
蔵
、
常
世
長
胤
『
小
汀
之
論
』（
明
治
一
四
年
三
月
、
目
録
番
号
二
八
五
五
）。

（
43
）
前
掲
同
、
三
丁
ウ―

四
丁
ウ
。

（
44
）
前
掲
同
、
四
三
丁
ウ―

四
四
丁
オ
。

（
45
）
前
掲
同
、
五
二
丁
ウ―

五
三
丁
オ
。
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（
46
）
前
掲
同
、
六
〇
丁
ウ―

六
一
丁
オ
。
な
お
、
こ
う
し
た
常
世
の
解
釈
は
、
神
道
神
学
の
立
場
か
ら
「
個
別
神
格
の
独
自
性
を
明
ら

か
に
す
る
と
と
も
に
、
多
神
同
時
信
仰
を
示
す
も
の
」
と
理
解
す
る
向
き
も
あ
る
。
中
野
裕
三
『
国
学
者
の
神
信
仰
』（
弘
文
堂
、
平

成
二
一
年
）
二
五
二
頁
。

（
47
）
こ
う
し
た
祭
神
論
争
の
決
着
を
「
伊
勢
派
」
に
よ
る
「
出
雲
派
」
の
「
抹
殺
」
と
す
る
理
解
も
あ
る
。
前
掲
原
『〈
出
雲
〉
と
い
う

思
想
』
を
参
照
の
こ
と
。
原
は
、祭
神
論
争
の
決
着
を
常
世
長
胤
が
『
神
教
組
織
物
語
』
に
お
い
て
「
此
ノ
勅
裁
ハ
優
劣
ヲ
附
玉
ハ
ズ
、

公
平
ノ
勅
裁
ナ
レ
ド
、神
宮
ハ
祭
神
ノ
賢
所
ト
同
キ
ヲ
以
テ
、凡
勝
ヲ
シ
メ
タ
リ
」
と
述
べ
た
こ
と
を
根
拠
と
し
て
「
伊
勢
派
」
が
「
出

雲
派
」
を
「
抹
殺
」
し
た
と
す
る
が
、
常
世
自
身
は
「
伊
勢
派
」
と
異
な
る
教
説
を
展
開
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
常
世
の
評
価
の
み
を

も
っ
て
「
伊
勢
派
」
の
勝
利
と
す
る
こ
と
に
は
限
界
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
祭
神
論
争
の
決
着
自
体
に
し
て
も
、「
出
雲
派
」
が
重
視
す

る
大
国
主
神
が
祭
神
と
し
て
明
示
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、「
出
雲
派
」
の
敗
北
に
み
え
る
が
、「
伊
勢
派
」
が
重
視
す
る
造
化
三
神
と

天
照
大
神
の
内
、
造
化
三
神
が
排
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
「
伊
勢
派
」
の
構
想
が
政
府
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
訳
で
は
な
か
っ
た

（
な
お
、
造
化
三
神
は
「
出
雲
派
」
に
と
っ
て
も
重
視
さ
れ
る
神
で
あ
っ
た
）。
そ
の
た
め
祭
神
論
争
の
決
着
自
体
は
、
両
者
痛
み
分
け

と
解
す
る
の
が
最
も
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
。

（
48
）
前
掲
藤
田
『
近
代
国
学
の
研
究
』
二
一
六
頁
。

（
49
）
藤
田
大
誠
「
近
代
国
学
と
人
文
諸
学
の
形
成
」（
井
田
太
郎
、
藤
巻
和
宏
編
『
近
代
学
問
の
起
源
と
編
成
』
所
収
、
勉
誠
出
版
、

二
〇
一
四
年
）。
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